
ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ業੡等
⋇ে੟੗஘ਙ৳৸॑ेり੎視
खञ஗঵েਓの௓ਤ
ك農ఇのজ५ॡ低੖等৾৲ق ੕়ଆ௾の൤఺

ৗૠ農ఇ等の৫৅

農ఇのిਫઞ৷の
௓ਤ

2030ফまदに10٫低੖ككজ५ॡఌ઴ق農ఇઞ৷୤৾৲ق؞

੒௄ُに੎ਡを置いञ੕়ଆ௾を؞農ఇのाにൂோचङَ੒ଆ৾৲؞
௓ਤ

2040ফまदにؚॿड़ॽ॥ॳঀॖॻ௺農ఇをஅिజਟの௨དදをઞ؞
৷しऩऎथुすिेअऩৗૠ農ఇ等の৫৅を௓ਤ

ਈৗのఐ৾৓ੴৄに੦तऌ農ఇఃஈ఺लગ௬੼をৰ઱するधधुにؚ؞
生ਓਠৃにउऐるిਫઞ৷を௓ਤ

਍৸対ੁઐહস؞଎ા؞
୫મ਍৒生ਓにৱするৗ؞
ञऩ୰૩ད஠機ଵ৶対ੁ؞
৬਑のଡണ
ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റ௓ਤઐહসのअठॢজش
থऩᄎသ৬௺षのૡఌ१
এشॺ

ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റৰਠૼ୒৫৅؞ৰ઒হ業

農ఇ取ഁ১؞
農業୭୆ૠ෇؞

ෝમの低੖や有機物の৾৲ق
࿯୭ਹ৷ك

ᇊෝਹ৷の௓ਤ

઱ෝの஍૨৲؞
५ঐشॺ৲

2030ফまदに20٫低੖كෝમのઞ৷୤৾৲ق؞

ঌঞॵॺ৲ૼ୒等の৫৅やઁୠ૴ৢ等にेॉ農ੇ؞৲ᇊෝの高ષସ؞
のᇊෝਹ৷をയਤ

ଅယや੿物の生୘にૢगञ઱ෝやଂਚ઱ෝ等द઱ෝを஍૨৲するध؞
धुにؚॹشॱの໮஋؞ણ৷にेॉَ५ঐشॺ઱ෝُを଑ো

ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റৰਠૼ୒৫৅؞ৰ઒হ業

ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റ௓ਤઐહসのअठॢজش
থऩᄎသ৬௺षのૡఌ१
এشॺ

農௔水産ী৙に岴ける৉ૉ環境保全峢の๾൴؝ڭ
ളਯの৉ૉ環境ୖ਻の৊ৎ解ৠ峼目੐す（ڭ）
ਞ౜૗৿と生物多様性（ڮ）
ੀの஌௔生ଙ௺保全・ગ生峢の๾൴਼（گ）
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ളਯの৉ૉ୭୆ୖ਻の৊ৎੰ
ৠを৯੐す

੅続૭ચऩ୫મ३
५ॸ঒のଡണ

੅続૭ચऩ農௔水
ਓ業にঢ়するব੠
ੈৡの௓ਤ

農௔水ਓ業の生ਓৡ਱঱ध੅؞୫મعानॉの୫મ३५ॸ঒ਅറَ؞
続性の૏য়をॖঀঋش३ঙথदৰਠُعに੦तऎ઱ੁのৰ઱

生物多様性やਞ౜૗৿にঢ়するব੠৓ऩ৮૛に஋ா৓に૞ਸしؚෛ؞
ᄏ৲ଆૃؚ水ৱ౺の੅続৓ਹ৷ؚਞ౜૗৿ిૢ؞೹ਮऩनの৉ૉ୭୆
৳৸に஋ா৓に๾൴するऒधを৯੐す

ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റ

CBDؚIPBESؚUNFCCCؚ؞
IPCC等

ਞ౜૗৿ध生物多様性 ୭୆ୖ਻の঳৬৓
ऩ取組のയਤ

農௔水ਓ઱ੁにउいथؚਞ౜૗৿ध生物多様性にणいथؚजोझो؞
ஆয়しथ取ॉ組िのदमऩऎؚৼ൩の३ॼ४شधॺঞشॻड़ইに೏ਔ
しञ঳৬৓ऩ取組をയਤ

ংॖड़ঐ५ਹણ৷の௓ਤ؞ ংॖड़ঐ५ણ৷௓ਤ੦মੑ
઺قਸ਼گઃك

਼ੀの஌௔生ଙ௺৳৸؞ગ生
षの๾൴

੅続૭ચऩ୫મ३
५ॸ঒のଡണ

ಥ঱বの஌௔৳
৸؞ୗਛ等のञी
のব੠৓੍ର

ಥ঱বの஌௔੖
૘؞༄৲の೪਑ध
੅続૭ચऩ஌௔৽
੾のയਤ

ংঝ৘ৃش農ਓ物఺ल௔ਓ物の生ਓবधੈৡしथ農௔業をஅिॢট؞
の੅続૭ચ性をയਤしؚ৫৅ಥ঱৉ୠにउऐる஌௔の৳৸؞ୗਛにঢ়
するੈৡを௓ਤするधधुにؚ৫৅ಥ঱৉ୠにउऐる஌௔の৳৸؞ୗ
ਛにঢ়するੈৡの௓ਤやব੠対ਵष஋ா৓に૞઺

ৱসੈৡ়ؚ১द੅؞ୗਛにঢ়するૼ୒؞ಥ঱বにउऐる஌௔৳৸؞
続૭ચऩ਽౫१উছॖॳख़شথのଡണؚ఺ल஌௔のତ૟ҩ৳৸等にे
る৛৉૴ୠのਘᒃ৲にঢ়する੸ব৑のব੠ੈৡやব੠機ঢ়をৢगञ多
ব৑の੍ର

REDDٔق༄৲に૓ਟするൾলのచ੖等؞৫৅ಥ঱বの஌௔੖૘؞
(ঞॵॻ উছ५)كのയਤや஌௔のଆ಼؞੖಼機ચのਘ৲にৱするૼ
୒৫৅やয౫୘ਛ等を੍ର

ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റ
॥ঔॹॕ؞農業؞஌௔؞
ॸॕനಔقFACTك対ਵ

ছ঒شব৴஌௔ইज़؞
كUNFFق
উট७؞ঝشঔথॺজड़؞
५
ব৴୫໖農業機ঢ়؞
ುলসكFAOق
ব੠೸ఝ਽౫機ঢ়(ITTO)؞
ುলস

ব੠௔業ੈৡহ業؞
஌௔ૼ୒ব੠ன৫੍ରহ؞
業

崝崿嵑イ崩崏ー嵛全৬に岴いて生物多様性峼਌૴化する؝ڮ
生産のਠৃに岴いて生物多様性峼਌૴化する（ڭ）
農業（ڭ
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ك。ঢ়৴する৯ఏ৸थをહऐथいる๨दमँॉまच॒ق。୞ಀをહऐथいます؞মਅറの૚ඨ৯धSDGsؚGBFधのঢ়ॎॉをંすञी્ؚにঢ়৴の஥い৯ఏの॔ॖ॥থپ
。५に੿ਛしथいますش੒઴হ業੡मഥਮ5ফ২໪઴ৠ৒ৱમをঋپ
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項目 関連施策 関連施策の内容（目標） 事業名等

（有機農業等の環境負荷
の軽減を重視した農業の
推進）

化学肥料・化学農
薬の使用量の低減

有機農業の推進

有機農業実践技術
の普及と次世代技
術の確立

GAPの普及推進

・農業者の組織する団体等が実施する、化学肥料・化学合成農薬を原則５
割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等
に効果の高い営農活動を支援

・（有機農業の取組面積）2030年度 63,000ha

・有機農業の拡大に向けた現場の取組を推進するため、新たに有機農業に
取り組む農業者の技術習得等による人材育成等を支援

・地域ぐるみで有機農業に取り組む市町村等の取組を推進するため、有機
農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住
民を巻きこんで推進する取組の試行や体制づくりについて、物流の効率化
や販路拡大等の取組と一体的に支援

・現場の実践技術の体系化と普及を促進するとともに、2040年までに、
主要な品目について次世代有機農業技術を確立

・GAP指導員による指導活動、農業教育機関や環境負荷低減に取り組む団
体の認証取得、GAP農産物の需要を拡大していくためのセミナー開催や商
談会への出展、実需者とのマッチングの促進など、国際水準GAPの取組の
拡大を支援

・環境保全型農業直接支払
交付金

・有機農業推進総合対策事
業
・みどりの食料システム戦
略推進交付金のうち、有機
農業産地づくり推進、有機
転換推進事業

・みどりの食料システム戦
略推進交付金のうちグリー
ンな栽培体系への転換サ
ポート

・GAP拡大推進加速化事業

②生物多様性保全をより
重視した農業生産技術の
開発・普及
（農薬・肥料等による環
境負荷を軽減する技術の
開発・普及）

総合防除の普及

スマート農業技術
の開発

・化学農薬のみに依存せず「予防・予察」に重点を置いた総合防除を推進

・AI等を用いた早期・高精度な病害虫発生予察による効率的な農薬散布な
ど、環境保全に資するスマート農業技術の開発等を推進

・みどりの食料システム戦
略実現技術開発・実証事業
・消費・安全対策交付金
・食料安定生産に資する新
たな病害虫危機管理対策・
体制の構築
・みどりの食料システム戦
略推進交付金のうちグリー
ンな栽培体系への転換サ
ポート
・ムーンショット型農林水
産研究開発事業

（生産力向上と生態系の
保全を両立する土づくり
や水管理技術の推進）

土壌診断に基づく
土づくり

有機物の投入促進
等による地力の維
持、増進

化学肥料の利用率
向上

環境に配慮した農
法の推進

・土壌診断などの科学的データに基づく土づくりを推進する環境を整備

・ペレット堆肥の普及拡大

・緑肥栽培の導入

・根圏への局所施肥等

・冬期湛水や中干しの開始時期を遅らせるなどの水管理技術の情報収集・
提供

・データ駆動型土づくり推
進

・みどりの食料システム戦
略実現技術開発・実証事業

・環境保全型農業直接支払
交付金

・環境保全型農業直接支払
交付金

③水田や水路、ため池等
からなる生態系ネット
ワークの保全の推進

生態系ネットワー
クの保全

生態系に配慮した
農地・施設等の整
備

生態系保全に資す
る用水確保

・地域の農業者だけでなく多様な主体の参画を得て、地域ぐるみで農地・
農業用水等の資源を保全管理する取組と併せて、水質保全や生態系保全等
の農村環境の向上に資する取組を支援

・（地域による農地・農業用水等の保全管理への延べ参加者数）
2025年度 延べ1,400万人・団体

・（中山間地域等の農用地面積の減少防止）2024年度 7.5万ha

・農地・農業水利施設等の整備に当たり、環境への負荷や影響の低減を図
るなど生態系への配慮を推進

・農業用水、環境用水等の取得に向けた調査・調整等を支援

・多面的機能支払交付金
・中山間地域等直接支払交
付金

・農業農村整備事業

・水利施設等保全高度化事
業（水利用調整事業）

２．サプライチェーン全体において生物多様性を主流化する
（１）生産の現場において生物多様性を主流化する
１）農業（つづき）
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項目 関連施策 関連施策の内容（目標） 事業名等

④生物多様性保全をより
重視した畜産業の推進
（国産飼料の増産・利用
のための体制整備）

国産飼料の増産 ・飼料生産組織の作業効率化・運営強化や飼料作物の優良品種利用・安
定生産、公共牧場の利用、国産濃厚飼料の生産振興、未利用資源の新た
な活用・高品質化などの国産飼料の一層の増産・利用のための体制整備

・（飼料自給率）2030年度 34％

・畜産生産力・生産体制強
化対策事業のうち国産飼料
の生産・利用拡大

（家畜排せつ物の利活用
の推進）

家畜排せつ物の適
正管理

家畜排せつ物の利
活用の推進

畜産GAP取得推進

・「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づ
く家畜排せつ物の適正管理

・耕種農家のニーズにあった高品質な堆肥の生産や、ペレット化を通じ
た広域流通等、地域の実情に応じた家畜排せつ物の利活用の推進

・家畜排せつ物のメタン発酵によるエネルギー利用や、発酵残渣の液肥
利用の推進

・（家畜排せつ物の利用率）2025年度 約90％

・適正な廃棄物等の保管・処理等による環境負荷の低減対策、生物多様
性に配慮した取組等の推進

・家畜排せつ物法

・畜産環境対策総合支援事
業
・畜産クラスター事業
・農山漁村地域整備交付金
（畜産環境総合整備事業）
・バイオマス地産地消対策
・環境負荷軽減に向けた持
続的生産支援対策

・畜産GAP拡大推進加速化

（草地の整備・保全・利
用の推進）

草地の整備 ・地域ぐるみでの草地の生産性・機能を維持するための放牧の推進や草
地の整備

・貴重な草地資源を有する公共牧場等の放牧地の整備

・草地関連基盤整備事業

・公共牧場機能強化等体制
整備事業

⑤都市農業の推進 都市農業の多様な
機能の発揮促進

・ 市民農園や農業体験農園の開設促進に向けた取組や都市住民の都市農業
への理解醸成の取組等への支援により、都市農業の多様な機能の発揮を促進

・農山漁村振興交付金（都
市農業機能発揮対策）

２．サプライチェーン全体において生物多様性を主流化する
（１）生産の現場において生物多様性を主流化する
１）農業（つづき）
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ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

⋇஌௔のତ૟؞৳৸॑ৢगञ
ে੟੗஘ਙの৳৸
ك多様द௏৸ऩ஌௔のତ૟ق

多様ऩ஌௔तऎॉ
の௓ਤ

ব有௔৙のଵ৶৽
੾

ك୘ਛ౐ಽ௔のअठؚ୘ਛളಽ௔षා଑しञ஌௔のસ়ق؞
2023ফまदに2.9%

஌௔ৱ౺のਹ৷やঽேᒘೊのᄄ২にૢगञ৑ᅇؚઁ୴౴௔৲ؚশᅇ؞
期৲ؚଉઁ೴ઐ௔৲ؚᅇ఼৏のનৰऩગୗ௔をৰ઱

஌௔୰૩དଆ௾対ੁ఺ल௔৙ౌ಼の੒ଆにेる஌௔の৳৸を௓ਤ؞

বથ௔৙のଵ৶৽੾にਊた峍て、ঽே೐੅崧崌プ、਷౺᩿ു崧崌プ等のਃચ؞
థ஑にયীし、ൌ૘峔生物の生୘、生අにిした஌௔の೐੅、৑ᅇやളಽ௔
へのා଑等を௓ਤ峃る峥岵、஌௔ৱ౺のથ効ણ用に峬ଦൟし、ਁஇ௔としてి
જ峔઱業をৰ઱

஌௔ତ૟হ業؞

஌௔୰૩ད等଺૩対ੁ؞
হ業
਽౫ਓ業ਛশਓ؞௔業؞
業৲യਤ対ੁのअठ஌௔
ৱ౺৳৸対ੁ

ଠே௔やൌ૘৙生生物等षق
の対ૢك

஌௔生ଙ௺の৳ோ
఺ल୮੪ؚਡ૔す
るൌ૘ऩ஌௔生ଙ
௺の৳૧ଵ৶

生අする஌௔等にणいथؚঽேの؞ଠே௔やൌ૘ऩ৙生生物が生୘؞
௓୎に੻बるऒधを੦মधしؚব有௔धড়有௔が৴௚しथ取ॉ組ि

౔৛੸ઃ௔等にणいथमؚ継続৓ऩ৳৸ଵ৶等を௓ਤ؞

ঽே୭୆の৳৸ؚ৙生生物の৳૧ؚ఩஫ৱ౺の৳ோ等を௕る঱द੎؞
要ऩ૽સをટञしथいるব有௔৙にणいथमؚ৉ୠકড়ؚNPO等ध৴
௚を௕ॉऩがैؚൌ૘৙生生物の৳૧等に౑ीる

৛੨多એ৓機ચ؞஌௔؞
৅ม対ੁ

৉ୠ৴௚௓ਤ等対ੁ؞
ൌ૘৙生生物৳૧ଵ৶؞
対ੁ

ব有௔৙にउऐるઁ෇೧दق
ऌी಍ऊऩ஌௔生ଙ௺ॿॵॺ
ডشॡの৳૧؞ଵ৶ك

৳૧௔の৳૧؞ଵ
৶

෤の৚࿑の৳৸؞
ଵ৶

বથ௔৙に岴いて、ਉ生৓峔ଠே௔やൌ૘峔৙生生物岶生୘・生අ峃る஌؞
௔等を「保૧௔」にਝ定し、保૧・ଵ৶を௓ਤ

বથ௔৙に岴いて、৙生生物の生୘・生අ৉を੥峠୎৿৽ଡ଼をન保峃る岽と؞
により、଻৬ණのઐ流をയਤしரの保全や఩஫৓峔多様性をન保峃るた峫、保
૧௔ৼ൩を連੥して生ଙ௺崵崫ト嵗嵤クを஄ਛ峃る「෤の৚࿑」をਝ定し保全・ଵ
৶を௓ਤ

૧௔਑২৳؞

෤の৚࿑਑২؞

਍௔にेる஌௔のਁஇ৓৳ق
機ચの৅มك

৳਍௔のੑ઺৓ऩ
௓ਤ

਷౺᩿ുやଅෛ流লのଆૃ峔峓、્にਁஇ৓ਃચの発ม岶ਏட岿島る஌௔؞
に峎いて峙、保਍௔の指定をੑ઺৓に௓ਤ

2033ফ২まदに1,301ਐhaك਍௔のએ஋৳ق؞

਍௔਑২৳؞

஌௔ਚ有঻に対する஌௔ଵق
৶の௮ऌऊऐك

৉ୠにउऐる஌௔
の৳৸ଵ৶

஌௔ਚથ者ঽ峳৽੾やଵ৶岶でき峔い஌௔に峎いて、৘঴੨岶਌৬と峔峍た؞
৽੾やଵ৶をৰ઱峃る岽ととし、஌௔ਚથ者への௮き岵岻を行う

生物多様性保全岶峔岿島ている৉ୠ等に岴岻る保全ଵ৶の਄ੌを௓ਤ؞

஌௔৽੾ଵ৶਑২؞

⋈ে੟੗஘ਙにଦൟखञ௔঵
とব৔஌௔ৱ౺のણ৷॑ৢग
ञ๾൴
஌௔઱業にउऐる生物多様ق
性षのଦൟك

生物多様性にଦൟ
しञੑ઺

ిજऩ஌௔ତ૟に
਱ऐञয౫୘ਛ

ગୗ௔の௓ਤ

৉ୠ஌௔ੑ઺等にेॉؚ௼੎ऩ৙生生物の৳૧にଦൟしञ઱業্১؞
の੐ଉをંす

や஌௔の੅続ش஌௔৽੾ੑ઺の੿ਛの中றを૿अ஌௔઱業উছথॼ؞
৽੾をৰᄷする஌௔৽੾উছথॼشを୘ਛ

஌௔ৱ౺の੅続৓ऩਹ৷ध৳続သുのৰਠに਱ऐञؚ঳ฮ੿業やग़؞
জشॺॶজش等のৗञऩૼ୒を取ॉোोञ੄ৡऊण低॥५ॺୗ௔৬௺
のનয়

஌௔ੑ઺਑২؞

୘ਛ対ش஌௔উছথॼ؞
ੁ

ગୗ௔低॥५ॺ৲യਤ؞
対ੁ

ব৔の஌௔ৱ౺の੅続৓ऩق
有஍ણ৷ك

ిજऩ生ਓણ৿を
ৢगञ਽౫の೽要
ఁপषの取組

性ચのનऊऩଲષの਍؞ਸੵの低॥५ॺ৲やષସ؞૴ৢ؞ಞ౫生ਓ؞
৒୹ஔ৬਑のତ૟を中ੱधするଡୗ改୓を௓ਤ

CLTや਽ସິౌ৖౫等の開発・普及、ਁુ૦ണ物やড়৑のశક୧ী৙等؞
へのব産౫等のਹ用拡大を௓ਤ

஌௔の੅ਢ૭ચ性岶ન保岿島た஄で਽ସ崸崌崒マ崡の崐崵嵓崖嵤ਹ用を௓ਤ؞

৻਽ସ崸崌崒マ崡૓ਟの崣嵓ロ嵤崡崲崶崽崉崌崸嵤、੝ସリグ崳ン等のプラ崡崩崫ク؞
౹と峔るৗ素౫のଢ଼஢・ૼ୒開発及峝峇の普及をയਤ

਽౫ਓ業生ਓ੦؞௔業؞
ೕਘ৲対ੁ

ਹ৷؞૦ണ৷਽౫୹ஔ؞
ਘ৲対ੁ
਽౫ਓ業࿯୭ਛ؞௔業؞
শ対ੁ

਽౫ਓ業࿯୭ਛ؞௔業؞
শ対ੁ
ୟল؞਽౫೽要の൉ল؞
ৡਘ৲対ੁ

ৰ઒؞ਅറ৓ૼ୒৫৅؞

崝崿嵑イ崩崏ー嵛全৬に岴いて生物多様性峼਌૴化する؝ڮ
生産のਠৃに岴いて生物多様性峼਌૴化する（ڭ）
஌௔・௔業（ڮ
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ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

⋇ਲஞ୭୆の৳৸؞ગেの௓
ਤ
干ඎをஅिීৃ୭୆؞ᇖৃق
の৳৸؞ગ生ك

水ਓ業ී؞੨の多
એ৓機ચの৅ม

水ਓ生物の生ણఴ
に対ૢしञ水ਓ୭
୆ତ૟

१থ०ᆁの৳৸؞
৚୮

ૐ૳ൾ水઱設のତ
૟

水ସ改善

஧ଅ等の૴লଆૃ

஧ດ؞།෷ಞ水჋ؚ
౭ുවథਂଌषの
対ૢ

環境・生ଙ௺の೐੅・৚୮や਍ੱしてણ৿できるਲୠのન保峔峓、ී業者؞
等岶行う਷産業・ී੨の多એ৓ਃચの発มにৱ峃る৉ୠのણ৿を支援

਷産生物の生ણఴに対ૢしたᇖৃ・๝ඎ岵峳బ়ୠ峨でのଐ஀峔生අ環؞
境૬৑を൉ল峃る਷産環境ତ૟を௓ਤ

਷産ৱ౺の産ຼৃ、㣒ৃ、໽ညᐺຂの୘ਛৃと峔峍ている崝ン崜ᆁのએ৓؞
峔保全・৚୮のた峫のૼ୒の開発に਄りੌむ

農業用用ൾ਷の਷ସ保全等を௕り、ಡ峅てਁુ用਷ୠの਷ସ保全にఞଖ؞
峃るた峫、ਬきਢき、੃੊ਿ਩岶ੁ定峃るළ਷૪৶に関峃る「੃੊ਿ਩ଡ୳」
に੦峏き、ૐ૳ൾ਷、ৣ਷੊、ཱི化ဓ岶連携して効૨৓に઱ਝをତ૟

2026ফ২كළ水૪৶যઠ൤఺૨ق・ 95٫

農業঻の組௶する੮৬等がৰ઱するؚ化৾ෝમ・化়৾ਛ農ఇをਉ؞
ಋڱસਰ঱低減峃る਄ੌと়峹峅て行う、৉ૉആ཮化ଆૃや生物多様性保
全等に効果のৈい੾農ણ৿に対して支援

農੨৉ୠの環境保全及峝農業ਹ਷にిજに対૪峃るとと峬に、農業用用؞
ൾ਷઱ਝ岵峳ਁુ用਷ୠへൾল岿島るൾ਷の਷ସཱི化を௕り、਷ৱ౺の੕
়৓峔保全にৱ峃るた峫の਷ସ保全઱ਝତ૟をৰ઱

、బಐ਩及峝ዀ஖ණਣの農用৉及峝峇のఢఈ岵峳の஧ଅ等の流লをଆૃし؞
ಮ঱（ಮୠ）岵峳の਷ସ負荷ೄ減を目৓とした࿊ଅ流লଆૃ઱ਝତ૟をৰ
઱

།෷ಞ水჋や౭ുවథਂଌにेるී業଺૩षの対؞ਲୠओधの஧ດ؞
ੁૼ୒の৫৅؞ৰ઒؞高২৲をৰ઱

水ਓ多એ৓機ચ৅ม対ੁ؞
হ業

水ਓ੦ೕତ૟হ業؞

੨ણ性৲対ੁાී؞

農੨ତ૟হ業؞
農৛ී੨৉ୠତ૟ઐહস؞
ॹ४ॱঝিୱ੃৘বੇଡ؞
୳ઐહস

௸୭୆৳৸஑農業ઉம੍؞
ઐહস

水ସ৳৸対ੁহ業؞

水ସ৳৸対ੁহ業؞

ऊऩීৃ୭୆௓ਤহ業௹؞

ਲஞউছ५ॳॵॡओाの対ق
ੁの௓ਤك

୭୆にଦൟしञී
఻等の৫৅

ਲஞओाの৚ઽ؞
૪৶

ॡ४ছをஅिਲஞ生物にଖइる୶஭を೪਑するී఻の৫৅を੍ର؞

業঻がඝ業中に৚ઽしञਲஞओाを੅ठషॉؚঽ੘৬が૪ীするී؞
৬਑のଡണを௓ਤ

ਲஞউছ५ॳॵॡ୶஭৹؞
ਪহ業

ਲஞউছ५ॳॵॡओा対؞
ੁ॔ॡ३ঙথউছথ

⋈ে੟੗஘ਙにଦൟखञਲ഍
୭୆ී؞௃ීৃのତ૟の௓ਤ

ී業ૐ૳ൾ水઱設
のତ૟

水ਓ生物の生ણఴ
に対ૢしञ水ਓ୭
୆ତ૟

੃੊ਿ਩岶ੁ定峃るළ਷૪৶に関峃る「੃੊ਿ਩ଡ୳」に੦峏き、ૐ૳ൾ؞
਷、ৣ਷੊、ཱི化ဓ岶連携して効૨৓に઱ਝをତ૟

2026ফ২كළ水૪৶যઠ൤఺૨ق؞ 95٫

਷産生物の生ણఴに対ૢしたᇖৃ・๝ඎ岵峳బ়ୠ峨でのଐ஀峔生අ環؞
境૬৑を൉ল峃る਷産環境ତ૟を௓ਤ

水ਓ੦ೕତ૟হ業؞
農৛ී੨৉ୠତ૟ઐહস؞
業ૐ૳ൾ水઱設のତ૟ීق
৖ীك
৉্൉生ତ૟௓ਤઐહস؞

水ਓ੦ೕତ૟হ業؞

⋉਷ਓৱ౺ଵ৶の঳ಽの௓ਤ
ৗञऩৱ౺ଵ৶३५ॸ঒のق
௓ਤك

ৱ౺৹ਪ؞௬੼の
ౄৰ؞ಖ২਱঱

ৱ౺௬੼対଴ຂரをದઃ拡大し、ਊჾຂரの৹ਪを開઩؞

2023ফ২كৱ౺௬੼対଴ຂரਯのఁপق؞ 200ரங২

਌ਏ峔ීੈや産৉৘ৃ岵峳਷๐岼ੲਾをਗ਼৕৓にઽૐ峃る৬਑をଡണ؞

2023ফ২ك水๐ऑੲਾをઽૐする৘ৃਯق؞ 400৘ৃਰ঱

ਗ਼৕৓ීඃਾઔ৬਑のଡണ（大෦ಅ૭ී業岵峳ದઃ拡大）؞

2023ফ২（大෦ಅ૭ී業のਗ਼৕৓ਾઔのৰಎસ়）؞ 100٫

೑岶বఢఈ਷ୠの਌ਏຂர（マ崌嵗崟、マ崝崸等）やਁਲ等でීඃ岿島る؞
ব੠ී業ৱ౺（崝崙、崓崬崒・マグロ等）に峎いて、৹ਪ・௬੼等をৰ઱

ਲஞ環境の૗৿等による਷産ৱ౺への୶஭を৹ਪしৱ౺૗৿メ崓崳崢嵈及؞
峝র・শ਋৓峔ৱ౺৿਱を஢৥峃る਄ੌや、ීৃ஄ਛ及峝ීඃ૾ய等をリ崊
嵓崧崌嵈にཔ඼峃る਄ੌ等を支援

௬੼௓ਤ؞水ਓৱ౺৹ਪ؞
হ業

ॺ水ਓ業௓ਤহ業ش५ঐ؞

௬੼௓ਤ؞水ਓৱ౺৹ਪ؞
হ業

௬੼௓ਤ؞水ਓৱ౺৹ਪ؞
হ業

崝崿嵑イ崩崏ー嵛全৬に岴いて生物多様性峼਌૴化する؝ڮ
生産のਠৃに岴いて生物多様性峼਌૴化する（ڭ）
水産業（گ
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項目 関連施策 関連施策の内容（目標） 事業名等

③水産資源管理の一層の推
進
（新たな資源管理システム
の推進）（つづき）

MSYベースの資源
評価に基づくTAC
管理の推進

IQ管理の導入

資源管理協定への
移行

・（漁獲量）2030年度までに2010年度と同程度（444万トン）まで回
復
・従来のTAC魚種について、MSYベースの管理に移行するとともに、TAC魚種拡
大について、漁獲量の多いものを中心に、その資源評価の進捗状況等を踏まえ、
TAC管理を順次検討・実施

（我が国の漁獲量ベースのTAC管理の割合）2023年度 80％

・大臣許可漁業のうち、IQ的な数量管理が行われているもの、現行制度で漁獲
量の割当てを実施しているものについて、新漁業法に基づくIQ管理を導入するとと
もに、TAC魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業からIQ管理を導入

・現行の資源管理計画を資源管理協定に順次移行し、資源管理協定において
は管理目標を定め、達成を目指すとともに、資源管理の効果の検証を定期的に行
い、検証結果を取組内容に反映

・新たな資源管理システ
ム構築促進事業

・新たな資源管理システ
ム構築促進事業

・新たな資源管理システ
ム構築促進事業

（国際的な資源管理） 国際水産資源の持
続的利用

捕鯨対策

・地域漁業管理機関を通じた科学的根拠に基づく保存管理措置の設定や、
違法・無報告・無規制（IUU）漁業の排除

・鯨類の資源管理に必要な科学的データの収集を推進するとともに、国
際機関と連携しつつ、資源管理を推進

・カツオ・マグロ資源管
理能力強化支援事業
・持続的漁業達成事業

・持続的利用調査等事業
・円滑化実証等対策事業

（実効ある資源管理のため
の取組）

資源管理のルール
の遵守

・アワビ・ナマコ等の沿岸域の密漁、我が国周辺水域の違法外国漁船の
取締りを強化するとともに、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等
に関する法律」に基づく特定の水産動植物の国内流通の適正化を図る

・漁業法、特定水産動植
物等の国内流通の適正化
等に関する法律 等

④生物多様性に配慮した漁
業の推進

混獲の削減

有害生物による漁
業被害の防止・軽
減

希少野生水生生物
の保全

脆弱な生態系の保
護と持続的な漁業
の共存

・サメ類や海鳥、ウミガメの混獲回避技術の開発や漁業者への普及・啓発を通じ
た混獲の削減

・トドの絶滅回避及び漁業被害の軽減の両立を図るため、科学的知見に基づく
来遊個体群の管理を行う等の対策を推進

・希少な野生水生生物について、海洋生物の希少性の評価を行い、海洋生物
のレッドリストを作成

・地域漁業管理機関を通じて、底魚漁業が脆弱な生態系に与える影響の評
価に基づく適切な保護措置を実施

・豊かな漁場環境推進事
業

・有害生物漁業被害防止
総合対策事業

・豊かな漁場環境推進事
業

・地域漁業管理機関（科
学委員会）

⑤海洋保護区等の設定・運
用

海洋保護区等の適
切な設定・運用

・海洋保護区等の適切な設定や管理の充実を図るとともに、環境省と連携して、
OECMに適合する海域を検討し、生物多様性の保全を推進

・豊かな漁場環境推進事
業

⑥生物多様性に配慮した栽
培漁業、持続的な養殖生産
及び内水面の保全の推進
（生物多様性に配慮した栽
培漁業の推進）

環境・生態系と調
和した栽培漁業の
推進

・「人工種苗放流に係る遺伝的多様性への影響リスクを低減するための技術的
な指針」に基づき、生態系や資源の持続性に配慮した栽培漁業を推進

・さけ・ます等栽培対象
資源対策事業

（漁場環境を悪化させない
持続的な養殖生産の推進）

魚粉代替原料の開
発、普及

人工種苗生産技術
の開発・普及

・生餌給餌から配合飼料への転換や魚粉代替原料の開発、普及を推進

・二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖において、人工種苗生産技術の開発・普及を
推進

・（二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖の人工種苗比率）
2030年度までに13％

・養殖業成長産業化推進
事業

・養殖業成長産業化推進
事業

・内水面漁場・資源管理
総合対策事業

２．サプライチェーン全体において生物多様性を主流化する
（１）生産の現場において生物多様性を主流化する
３）水産業（つづき）
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項目 関連施策 関連施策の内容（目標） 事業名等

（漁場環境を悪化させない
持続的な養殖生産の推進）
（つづき）

養殖における環境
負荷の軽減

さけ・ます増殖事
業の推進

・養殖漁場ごとに漁場管理計画を定めて漁場を管理するとともに海洋環
境への負荷軽減が可能な養殖業を推進

・伝染性疾病の発⽣予防及び発⽣時における指導や、特定疾病のまん延防⽌
措置等を⽀援

・ワクチン等開発支援、組織的なワクチン接種推進等防疫体制整備を支援し、
養殖魚における疾病被害を低減

・薬剤耐性菌の監視・動向調査により、養殖魚における薬剤耐性菌の発生を低
減

・国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施するふ化放流のモニタリングや
技術開発の結果等を踏まえて、河川及びその周辺の生態系や生物多様性に配
慮したさけ・ます増殖事業を推進

・養殖業成長産業化推進
事業

・消費・安全対策交付金
(養殖衛生管理体制の整
備）

・水産防疫対策事業

・生産資材安全確保対策
事業委託費

・さけ・ます等栽培対象
資源対策事業

（内水面の保全の推進） 水産業・漁村の多
面的機能の発揮

カワウ・外来魚等
の食害対策

漁場環境に配慮し
た資源増殖

・環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁業者等が
行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援

・効果的なカワウの個体数管理手法や外来魚の防除手法の開発を進め、それら
を活用した防除活動等を促進

・漁場環境に配慮した増殖手法の開発や産卵場、種苗生産施設の整備等
を推進

・水産多面的機能発揮対
策事業

・内水面漁場・資源管理
総合対策事業

・内水面漁場・資源管理
総合対策事業

２．サプライチェーン全体において生物多様性を主流化する
（１）生産の現場において生物多様性を主流化する
３）水産業（つづき）

62



崝崿嵑イ崩崏ー嵛全৬に岴いて生物多様性峼਌૴化する؝ڮ
生産のਠৃに岴いて生物多様性峼਌૴化する（ڭ）
৙生生物のిજなଵ理峼ৢ峂た農௔水産業峢の଺૩のଆૃ（ڰ

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

4ؚ6ؚ9

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

⋇೭ᄕ଺૩のೄ੖఺ल౔৉౔
৛のତ૟؞৳৸の௓ਤ

೭ᄕ଺૩ଆૃ対ੁ
の௓ਤ

೭ᄕ଺૩ଆૃ્ೈ১に੦तऎ৘঴੨にेる଺૩ଆૃੑ઺の੿ਛの௓؞
ਤ

೹้ఝのତ૟にेる生අ୭୆ଵ৶ؚଆ૧ፆの設置にेる଺૩ଆ௾ؚ؞
೭ᄕの生අഡ২をిਫに৳णञीの଻৬ਯ৹ତधいढञ取組を੕়৓
に੍ର

৳ન؞೭ᄕ଺૩対ੁৰ઱౉の設置௓ਤ等にेる఑ඃの૿いুの୘ਛ؞
やؚણ৿੍ରにेる఑ඃ৬਑のਘ৲

2025ফ২ك೭ᄕ଺૩対ੁৰ઱౉の౉৩ਯق؞ 43,800য

ୠ఑ඃؚICT等ৗૼ୒ણ৷の௓ਤؚ൏ే૪ী઱設のତ૟ؚ୿ଡ଼৫ઁ؞
ิやૹષ৫৅等にेる఑ඃ೭ᄕの୫෿等धしथのిਫऩਹણ৷のയਤؚ
఑ඃ঻や૪৶ਸੵ઱設にజহする঻のয౫୘ਛऩनの対ੁのౄৰ؞ਘ
৲

2025ফ২ك४অग़ਹ৷୤ق؞ 4,000ॺথ

೭ᄕ଺૩ଆૃ੕়対ੁઐ؞
હস

⋈৙ে೭ᄕにेる஌௔଺૩ৌ
ੁの௓ਤ

३ढ़等にेる஌௔
଺૩のଆૃ

஌௔のତ૟؞৳৸

३ढ़଺૩のᄻপ৲をଆૃするञीؚ௔業ঢ়બ঻にेる३ढ़の఑ඃ஍؞
૨਱঱対ੁを൥गるधधुにؚ఑ඃや生අ૾யཔ඼の੄ৡ৲ؚ஍૨৲
ऩनؚ஍ટ৓ऩ३ढ़଺૩対ੁをৰ઱しथいऎ঱द્に有஍ऩICT等を
ણ৷しञৗञऩ఑ඃૼ୒等の৫৅؞ৰ઒をৰ઱

஌௔の੅णবଅ৳৸機ચの೐੅ੜਤを௕るञीؚব有௔৙৔のൔ৉؞
ଠே௔やളਯの੃ਿ਩にまञがる৉ୠにउいथઁୠ৓ऊण஍ટ৓ऩ३
ढ़఑ඃをৰ઱

೭ᄕ૩ଆૃ஌௔区ୠを設৒しञ৘঴੨のअठ३ढ़にेるৗञऩ஌ق؞
௔଺૩৅生એ஋が੖૘しञ৘঴੨のસ়ك৐ফ২ਰ঱

৙生೭ᄕの生අ୭୆にଦൟしञଉઁ೴ઐ௔৲ؚઁ୴౴௔৲等の஌௔؞
のତ૟؞৳৸ણ৿を௓ਤ

३ढ़等にेる஌௔଺૩ಸ؞
૶対ੁহ業

஌௔ତ૟হ業؞

⋉৙েে੟にेるී঵଺૩ଆ
ૃৌੁの௓ਤ

ॺॻにेる଺૩の
ೄ੖

প஑ॡছ।にेる
଺૩のೄ੖

ढ़ডक़にेる଺૩
のೄ੖

ॺॻのബຑ৚ೂ఺लී業଺૩のೄ੖の૏য়を௕るञीؚఐ৾৓உು؞
に੦तऎਟฉ଻৬ණのଵ৶をষअ等ؚਈৗのఐ৾৓ੴৄに੦तऎిਫ
ऩ৳ோଵ৶をৰ઱

প஑ॡছ।の৅生૾யの৹ਪؚ஍ટ৓ऩฌ௾等のిજऩ対ੁを൥ग؞
る

൤఺する؞ढ़ডक़଺૩の低੖のञी஍ટ৓ऩ଻৬ਯଵ৶ু১の৫৅؞
धधुにؚ୭୆੄ؚ੃੊ਿ਩等धઁୠ৓ऩ৴௚をਤीؚ৸ব૚৉द఑
ඃ等を中ੱधしञ૚ர対ੁを஍૨৓ऊण஍ટ৓にৰ઱する

有૩生物ී業଺૩ଆૃ੕؞
়対ੁহ業

有૩生物ී業଺૩ଆૃ੕؞
়対ੁহ業

ৱ౺ଵ৶੕؞৔水એීৃ؞
়対ੁহ業

⋊ਗਟে੟の৒ାಉのଆૃ
ਗਟ生物১等に੦तऎਗਟق
生物対ੁك

્৒ਗਟ生物の෶
ো؞৒ାଆૃ

ਗਟரषの৶ੰの
ᅿਛ

৒ਗਟ生物にेる生ଙ௺等にબる଺૩のଆૃにঢ়する১൅ُに્َ؞
੦तऎ્ؚ৒ਗਟ生物の༩ു等ಅ૭のু続ऌをৰ઱

多様ऩ਌৬धの৴௚をਤीるञीَؚ೑がবの生ଙ௺等に଺૩を఺؞
ऻすउजोのँるਗਟரজ५ॺُをણ৷しؚਗਟரषのঢ়ੱध৶ੰを
高ीؚిજऩষ৿をയす

ਗਟ生物১؞

生ଙ௺଺૩ଆૃਗਟரজ؞
५ॺ

農業ؚ௔業षの଺૩等のଆق
كૃ

્৒ਗਟ生物にे
る଺૩ଆૃ

農৉や水ଡ଼にउऐ
るਗਟ生物のま॒
延ଆૃ

農੿物଺૩のଆૃ

஌௔؞௔業଺૩の
ଆૃ

ੳ৒をਭऐるऒधदؚஉ؞ਗਟ生物১に੦तऎଆ௾ৰ઱ੑ઺のનੳ؞
ബを୛୍に置いञ఑ඃをਤीる

ढ़ড঄ংজफ़ॖؚॱॖق農業৷水ଡ଼のৢ水௽૩をਬऌକऒすਗਟர؞
ডথ३४঑等كや෶োහൃ॔قঞॳक़জؚॼफ़ग़ॶঝঀ।ॖॺक़等ك
のଆ௾؞ଵ৶ૼ୒の৫৅യਤ

५ॡ঑জথ०फ़ॖؚॡঅ॔ढ़ॶখढ़ق農੿物に଺૩をଖइる୰૩ད؞
঑य़জ等كにणいथमؚ੃੊ਿ਩等ध৴௚しؚిৎి؞જऩଆ௾を௓
ਤ

ਠ૾の生ଙ௺षの୶஭にଦൟしणणؚದૢ৓ऩฌ௾や生අୠのఁങ؞
ଆૃ対ੁをৰ઱

ਗਟ生物১؞

ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റৰਠૼ୒৫৅؞ৰ઒হ業

਍৸対ੁઐહস؞଎ા؞

இ৓機ચ೐੅ੜਤੈ৒ਁ؞
਑২
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項目 関連施策 関連施策の内容（目標） 事業名等

（水産業への被害等の防止） 内水面漁業被害の
防止

外来種の遊漁利用
のあり方検討

・効果的な防除手法の開発・普及を行うとともに、水産業に被害を及ぼ
す特定外来生物（オオクチバス、コクチバス、ブルーギル）の防除に取
り組む内水面漁協等を支援する

・オオクチバスが遊漁利用されている湖沼においては、関係機関と協力
して外来種に頼らない生業のあり方の検討を進める

・内水面漁場・資源管理
総合対策事業

（我が国への侵入防止） 輸入植物検疫によ
る侵入防止

特定外来生物等の
監視協力

・農作物等の有用な植物に被害を与えるおそれのある病害虫について、
すべての植物やその容器包装について、植物防疫所が検査（輸入植物検
疫）を実施

・輸入植物検疫の対象となる病害虫以外について、輸入植物検疫におい
て特定外来生物等である疑いのある生物を発見した際には、環境省から
の協力依頼に基づき、植物防疫所から、税関及び環境省への連絡を行う

・植物防疫法

・外来生物法

（農林水産業に利用されてい
る外来生物の定着等の防止）

産業管理外来種の
定着等防止

セイヨウオオマル
ハナバチ対策

公共事業における
外来種利用の抑制

内水面養殖業にお
ける産業管理外来
種の管理

・産業管理外来種に区分されている外来種については、在来種への転換
を含む在来種の生息域への拡散や定着の防止対策を実施

・在来種マルハナバチに転換するための実証、講習会の開催等を支援す
るとともに、在来種の生息域への拡散防止を行う等、適正な管理の必要
性について周知徹底

・公共事業においては、特定外来生物を含む「生態系被害防止外来生物
リスト」に記載された外来種を避けることを基本とし、代替種が存在し
ない場合には、在来種の生息域への拡散防止対策を推進

・ブラウントラウト等の産業管理外来種については、関係者が連携して
生息域の拡大防止の取組を推進

・外来種被害防止行動計
画

・養蜂等振興強化推進
・セイヨウオオマルハナ
バチの代替種の利用方針

・水産分野における産業
管理外来種の管理指針

２．サプライチェーン全体において生物多様性を主流化する
（１）生産の現場において生物多様性を主流化する
４）野生生物の適切な管理を通じた農林水産業への被害の防止（つづき）
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崝崿嵑イ崩崏ー嵛全৬に岴いて生物多様性峼਌૴化する؝ڮ
崝崿嵑イ崩崏ー嵛全৬峑取り組峪岽と峑生産者ਠৃ峼（ڮ）

৏౒峁する
生物多様性にଦൟ峁た調୸岝૴ৢ岝消費及びৱ౺࿯環のଡണ（ڭ

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

7ؚ15ؚ16

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

農௔水ਓ業にउऐる؞୫મق
উছ५ॳॵॡৱ౺࿯୭ك

উছ५ॳॵॡৱ౺
࿯୭の௓ਤ

୭୆にଦൟしञಞ
౫のී఻等の৫৅

農ႛਓ業ऊैൾলऔोるউছ५ॳॵॡのൾল೪਑ؚজ१ॖॡঝ૨の؞
਱঱に਱ऐؚ農業ਠৃの੔ਤ৓ऩ取組হ୻やఀউছのজ१ॖॡঝૼ୒
等にঢ়する৹ਪを௓ਤ

環境ଦൟਝੑによる減୤化等の਄ੌ岶消費者等に৶ੰ岿島るよう、環境ଦ؞
ൟਝੑに関峃るੲਾઽૐやఢੴણ৿等の਄ੌを支援

ॡ४ছをஅिਲஞ生物にଖइる୶஭を೪਑するී఻の৫৅を੍ର؞

كਲஞউছ५ॳॵॡओाにेる୯ਸ৓ऩළഉをచ੖ق؞
2050ফまदに८ট

উছ५ॳॵॡৱ౺࿯୭の؞
௓ਤ

ਲஞউছ५ॳॵॡ୶஭৹؞
ਪহ業

஌௔の有する多એ৓機ચにق
ଦൟしञ਽౫等の૴ৢのയ
ਤك

়১ᅇ఼਽౫等の
૴ৢ఺लਹ৷のയ
ਤ

থक़ॵॻ১が৯੐す়১ᅇ఼਽౫等の૴ৢ఺लਹ৷ఁপのञشॡজ؞
ी்ؚઁいঢ়બ঻の૞ਸにेるੈ৮ভをৢगञ൤఺ཟ৅ણ৿をৰ઱

ୟলৡ؞਽౫೽要の൉ল؞
ਘ৲対ੁ

生物多様性の৳৸に取ॉ組ق
ि生ਓ঻ऊैのર੔৹୸を੍
ରするੳ઒਑২等ك

ੳ઒਑২のણ৷ ஌௔ੳ઒౫取੭に਱ऐञ়ਔ஄ਛ఺ल஌௔ੳ઒౫の൤఺の取組ुஅ؞
ीञؚ਽౫の੅続৓؞਍৒৓ऩ୹ஔ৬਑ଡണषの੍ର

水ਓग़॥ছঋঝのব৔ਗषのੳੴ২਱঱఺लੳ઒取੭をയਤ؞

كব੠৓にৢ৷する水ਓग़॥ছঋঝの生ਓ஺మੳ઒のੳ઒੯ਯق؞
2025ফ২ 225੯

஌௔をણऊす੃৘の਽ୗ؞
৲等യਤ੕়対ੁহ業

঩ম৅の水ਓग़॥ছঋঝ؞
൤఺௓ਤহ業
水ਓग़॥ছঋঝੳ઒取੭؞
੍ରহ業

হ業௺୫ષট५చ੖に਱ऐق
ञ取組ك

୫ષট५చ੖ ਫ਼ୈ等؞ૹຯಆのৄઉしに਱ऐञৰ઒؞

كহ業௺୫ષট५を2000ফ২ૻद઄੖ق؞
2030ফ২まदに 547ਐӈӡを઄੖

୫ષট५చ੖੕়対ੁহ؞
業

থにउऐるش१উছॖॳख़ق
স੆機ঢ়の૽સك

৆ੁু১のॢজش
থ৲に਱ऐञ取組

੅続૭ચ性の਱঱や୭୆৳৸にঢ়するESGস੆等をയਤ؞ ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റ
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崝崿嵑イ崩崏ー嵛全৬に岴いて生物多様性峼਌૴化する؝ڮ
崝崿嵑イ崩崏ー嵛全৬峑取り組峪岽と峑生産ਠৃ峼（ڮ）

৏౒峁する
生物多様性峢の理解の醸成とষ৿૗ઍのയਤ（ڮ

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

12ؚ14ؚ15ؚ16ؚڵ

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

୭୆৳৸஑農業に対する৶ق
ੰ等のയਤك

有機農業をஅि୭
୆৳৸஑農業に対
する଎ા঻の৶ੰ
धঢ়ੱؚਦ౅のન
৳

বਓの有機୫ષを取ॉඞअ৵ਲ਼やධ୫ঢ়બのহ業঻ध৴௚しؚ生物؞
多様性の৳৸や৉ૉആ཮৲ଆૃऩनؚSDGsの୸ਛに๾൴する有機の
取組の੅ण੼கや્ඉを଎ા঻にઁऎ৅ਦするऒधにेॉবਓの有機
୫ષの೽要ᄁକの取組を௓ਤ

2030ফ২كব৔の有機୫ષ৘ৃषのবਓの୹ஔસ়ق؞ 84%

বਓ有機農ਓ物等にঢ়ॎるৗञऩ৘ৃを൉লしथいऎञीؚऒोै؞
を取ॉඞअ૴ৢؚਸੵؚ৵ਲ਼等のহ業঻ध৴௚しथষअؚবਓ有機農
ਓ物等の଎ા঻೽要఺लਸੵ೽要をᄁକする取組を੍ର

有機農業をણऊしथ৉ୠஷ௪にणऩऑथいる৉্ਁુ੮৬のৼ൩の؞
ઐ૴や৴௚をയすञीのॿॵॺডشॡଡണを௓ਤしؚ৾ૅஔ୫दの有
機୫ષのਹ৷ऩन有機農業を৉ୠद੍इる取組হ୻のુ有や଎ા঻を
அिঢ়બ঻षのఢੴがষॎोるेअ੍ର

६شॱشবਓ有機१এ؞

شॳख़ش有機୫ષংজগ؞
থଡണ௓ਤহ業

有機農業ध৉ୠஷ௪をઅ؞
इるঽ੘৬ॿॵॺডشॡ

୫୘や農௔ී業৬ୡの௓ق
ਤك

஌௔にउऐる৬
ୡ؞ऴोँいのৃ
の઀୹

୭୆ध৹ਮのधो
ञ୫મ生ਓधजの
଎ાにଦൟしञ୫
୘の௓ਤ

રोञঽேବ௴を有しؚ஌௔ຉؚঽே௴௄等にిしञব有௔৙を؞
َঞॡজग़ش३ঙথの஌ُधしथবড়の৳௏೬ുに୹するधधुにؚ
ড়৑੮৬等にব有௔৙のইॕشঝॻを઀୹するَੈ৒ഁ੥にेるবড়
૞ਸの஌௔तऎॉُや੫業等धীઽ௔ీ৺をഁ੥するَ১যの஌௔ُ
の設৒等にेॉؚবড়にेる஌௔तऎॉを௓ਤ

ઃ୫୘௓ਤ੦মੑ઺にൕऑैोञ৯ఏ୸ਛに਱ऐथؚ৉ୠのঢ়ڰਸ਼؞
બ঻が৴௚しथ取ॉ組ि୫୘ણ৿を੎ਡ৓ऊण஍૨৓に௓ਤするधध
ुにؚ୫୘৸বপভの৫ಈやইشॻफ़ॖॻのৄઉしをষいؚ୫୘の৸
বன৫を௕る

ৗञऩ஌௔૬৑ਹ৷൉ল؞
対ੁق஌௔ବ௴をણऊしञ
௴୾ৱ౺のତ૟হ業ك

਍৸対ੁઐહস؞଎ા؞
ك৉ୠदの୫୘の௓ਤق
୫୘ણ৿の৸বன৫੻౏؞
হ業

੅続૭ચऩ生ਓ଎ાのയق
ਤك

ँऴの୭2030উ
ট४ख़ॡॺ

ॡ঍ش঒धしؚ多様ऩ५ॸشऴの୭উট४ख़ॡॺをউছॵॺইज़ँ؞
ঝॲشधの対ਵをਤीऩがैؚ੼તधષସ੎ଳの଎ાऊै੅続૭ચ性
੎ଳの଎ાषध੼கのষ৿૗ઍをയしؚ੅続૭ચऩ生ਓ଎ાをയਤ

থشॻ१উছॖॳख़شই؞
の୭୆ଦൟৄइる৲௓ਤহ
業

農੨の૽સに対する؞農業ق
৶ੰ等のയਤك

੃৘ध農੨のઐ૴
や৒કをയਤ

৘ড়農ୱや農業৬ୡ農ୱの৫設യਤに਱ऐञ取組や੃৘કড়の੃৘؞
農業षの৶ੰᅿਛの取組等षの੍ରにेॉؚ੃৘農業の多様ऩ機ચの
৅มをയਤ

農ຠに取ॉ組ि৉ୠにउऐるৰ઱৬਑のତ૟ؚ௴୾॥থॸথॶの༿؞
ऌ঱ऑ等を੍ରするधधुにؚଽড়ੇ等をણ৷しञ฽૔઱設ؚ৬ୡ઱
設のତ૟等の঳৬৓ऩ੍ରをৰ઱

ੀ農業఩ਓ఺ल঩ম農業఩ਓにणいथؚੲਾ৅ਦをৢगञੳੴ২਼؞
਱঱等の取組を੍ର

੃ق農৛ී੨ஷ௪ઐહস؞
৘農業機ચ৅ม対ੁك

農ق農৛ී੨ஷ௪ઐહস؞
৛ී੨৅ॖঀঋش३ঙথ対
ك農ຠ௓ਤ஑قكੁ

農ق農৛ී੨ஷ௪ઐહস؞
৛ී੨ੲਾ৅ਦহ業ك

ك೭ᄕ଺૩対ੁの৶ੰയਤق ৉ୠৱ౺धしथ఑
ඃ೭ᄕのਹણ৷に
਱ऐञ取組

ન৳等の૚ர対ੁにਸइؚ఑ඃ೭ᄕの୫෿等؞఑ඃの૿いুの୘ਛ؞
धしथのిਫऩਹણ৷のയਤؚୋ生ଵ৶のੴ௙を有する఑ඃ঻や૪৶
ਸੵ઱設にజহする঻のয౫୘ਛؚ৙生೭ᄕ෿ق४অग़كのঈছথॻ
৲ऩनؚ৉ୠৱ౺धしथ఑ඃ೭ᄕのਹણ৷に਱ऐञ取組を௓ਤ

2025ফ২ك೭ᄕ଺૩対ੁৰ઱౉の౉৩ਯق؞ 43,800য

(४অग़ਹ৷୤ق؞ 2025ফ২ 4,000ۣ

೭ᄕ଺૩ଆૃ੕়対ੁઐ؞
હস

বড়૞ਸの஌௔तऎॉ等のق
௓ਤك

஌௔؞௔業がટञ
す૽સ等の൤఺ཟ
৅のയਤ

ॡ৲ؚ෤৲ষহの৫ಈをৢगञ൤఺ཟ৅شNPO等のॿॵॺড؞੫業؞
ણ৿のയਤؚ஌௔୭୆ઇ୘や਽୘の௓ਤؚ௔業৬ୡ৾ಆ等のയਤ等を
௓ਤ

ॺছঝৰش঎থॽগشढ़؞
ਠに਱ऐञবড়ઈ৿ன৫対
ੁ

生ଙ௺の৳৸؞৔水એීৃق
に対する৶ੰയਤك

৔水એ生ଙ௺の൤
఺ཟ৅

୮੪を૿अීੈのણ؞বড়にઁऎ৔水એ生ଙ௺の੎要性धजの৳৸؞
৿をઁऑるීੈにेる൤఺ཟ৅ણ৿をയਤ

ৱ౺ଵ৶੕؞৔水એීৃ؞
়対ੁহ業
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農௔水産૬৑の保全・ਹ৷峼௓ਤする؝گ
農௔水産૬৑の保全とਹ৷峼૿岰য౫のન保と୘成（ڭ）

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

1ؚ2ؚ3ؚ10ؚ22ؚ23

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

ك農੨৉ୠにउऐる対ੁق 中৛৑৉ୠ等षの
੍ର

農੨୭୆をણ৷し
ञ取組षの੍ର

५ঐشॺ農業ૼ୒
の঺ভৰಎの௓ਤ

ৗૠ಺農঻の୘
ਛ؞ન৳

੓性ણඩの௓ਤ

中৛৑৉ୠ等にउいथؚ農業生ਓ૖੯のਂਹをଓਫするऒधにेॉؚ؞
లਟに਱ऐथ農業生ਓણ৿を೐੅するञीのણ৿を੍ର

2024ফ২ك中৛৑৉ୠ等の農৷৉એ஋の੖૘ଆૃق؞ 7.5ਐha

農ຠに取ॉ組ि৉ୠにउऐるৰ઱৬਑のତ૟ؚ௴୾॥থॸথॶの༿؞
ऌ঱ऑ等を੍ରするधधुにؚଽড়ੇ等をણ৷しञ฽૔઱設ؚ৬ୡ઱
設のତ૟等の঳৬৓ऩ੍ରをৰ઱

IoTऩन੔ഈૼ୒をણ৷し؞AI؞੄ৡ৲やೄௌ৲にৱするট঎ॵॺ؞
ञ५ঐشॺ農業ૼ୒の঺ভৰಎの௓ਤ

農業षのয౫の঳ಽのళल੢ाध৒ାを௕るञीؚ಺農に਱ऐञଢ଼؞
ఊৱসؚ৽੾৫઩ৱসؚ౻৷಺農のയਤのञीのৱসのઐહؚ৽੾৅
னのञीの機༊؞઱設等の଑োの੍ରधधुにؚ৉ୠにउऐる१এش
ॺ৬਑のౄৰを੍ର

ॻする੓性農業঻の୘ਛや੓性が௮ऌやすい୭୆तऎॉش৉ୠをজ؞
の௓ਤ

中৛৑৉ୠ等ઉம੍௸ઐ؞
હস

農ق農৛ී੨ஷ௪ઐહস؞
৛ී੨৅ॖঀঋش३ঙথ対
ك農ຠ௓ਤ஑قكੁ

ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റৰਠૼ୒৫৅؞ৰ઒হ業
ॺ農業ૼ୒の৫ش५ঐ؞
৅؞ৰ઒؞ৰಎউট४ख़ॡ
ॺ

ৗૠ಺農঻୘ਛ੕়対ੁ؞

੓性が૗इる౞ਟの農業؞
௓ਤহ業

ك৛੨৉ୠにउऐる対ੁق ৛੨৉ୠのણৡ೐
੅に਱ऐञ取組

كফ৯ଢ଼ఊ生ڭكشढ़شইज़ঞ५ॺডق௔業੿業૒قৗૠ಺業঻ق؞
の಺業گফ৏の৒ା૨2025كফ২ 80%

୘ਛに਱ऐؚ಺業फ़ॖॲথ५఺ल௔業੿؞৳௔業のৗૠ಺業঻のન؞
業૒قইज़ঞ५ॺডشढ़كشଢ଼ఊ等に必要ऩ৽ાを੍ର

௏೨ؚ௴୾ؚઇ୘等のী৙द஌௔૬৑をણ৷しथؚৗञऩ౻৷धઽ؞
ো機ভを生ाলすَ஌௔१شঅ५ਓ業ُの൉ল؞௓ਤの取組をৰ઱。

৳෤の౻৷ُ૿いুનَ؞
੍ରহ業

ৗञऩ஌௔૬৑ਹ৷൉ল؞
対ੁ

ك੨৉ୠにउऐる対ੁීق ৗૠ಺業঻のન৳ 業षの಺業৐の঻षのৱসのઐહؚී業ਠৃदのশ期ଢ଼ఊをৢगී؞
ञ಺業؞৒ାのയਤؚਲૼ૒ඊಅ等のৱત取੭఺लී業঻の৽੾ચৡ
の਱঱等を੍ର

૚ফ২كৗૠ಺業঻ਯق؞ 2,000য

৽੾৬୘ਛ੕়੍ରহ業؞

農௔水産૬৑の保全・ਹ৷峼௓ਤする؝گ
農௔水産૬৑の保全・ਹ৷の௓ਤ（ڮ）

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

1ؚ2ؚ3ؚ10ؚ11

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

農৛ී੨のણ性৲に਱ऐञق
対ੁك

多วにॎञる生物
多様性৳৸の取組

農੨の有する多એ৓機ચをઃ਼৻に継അしؚजの೶இをবড়؞農業؞
が்ઁऎᄵਭदऌるेअؚૐ૳৔ਗの多様ऩয౫؞ଅ৉改ଐ区等の組
௶धੈৡしऩがैؚ৉ୠのુ৊ણ৿षの૞ਸ঻をੜਸ

৉ୠの農業঻टऐदऩऎ多様ऩ਌৬の૞઺を੭थؚ৉ୠएるाद農؞
৉؞農業৷水等のৱ౺を৳৸ଵ৶する取組धಡचथؚ水ସ৳৸や生ଙ
௺৳৸等の農੨୭୆の਱঱にৱする取組を੍ର

ك農業৷水等の৳৸ଵ৶षの延स૞ਸ঻ਯ؞৉ୠにेる農৉ق؞
2025ফ২ 延स1,400ਐয؞੮৬

ੀ農業఩ਓ఺ल঩ম農業఩ਓにणいथؚੲਾ৅ਦをৢगञੳੴ২਼؞
਱঱等の取組を੍ର

中৛৑৉ୠ等ઉம੍௸ઐ؞
હস

多એ৓機ચ੍௸ઐહস؞

農ق農৛ී੨ஷ௪ઐહস؞
৛ී੨ੲਾ৅ਦহ業ك
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農௔水産૬৑の保全・ਹ৷峼௓ਤする؝گ
஌౔ਆਲ峼ৢ峂た生物多様性保全の௓ਤ（گ）

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

10ؚ11ؚ12

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

িୱ৉ୠにउऐる生物多様ق
性৳৸の௓ਤك

িୱ৉ୠや౔৉౔
৛の୭୆ତ૟の௓
ਤ

中৛৑৉ୠ等にउいथؚ農業生ਓ૖੯のਂਹをଓਫするऒधにेॉؚ؞
లਟに਱ऐथ農業生ਓણ৿を೐੅するञीのણ৿を੍ର

2024ফ২ك中৛৑৉ୠ等の農৷৉એ஋の੖૘ଆૃق؞ 7.5ਐha

生物多様性৳৸にଦൟしञ୭୆৳৸஑農業を௓ਤ؞

中৛৑৉ୠ等ઉம੍௸ઐ؞
હস

௸୭୆৳৸஑農業ઉம੍؞
ઐહস

஌౔ਆਲが঳৬धऩढञ生ق
物多様性৳৸の௓ਤك

৳਍௔の੐৒のੑ
઺৓ऩ௓ਤ

ීৃ৳৸のञीの
ତ૟

ຂ峎き保਍௔峔峓、ਁஇ৓ਃચの発ม岶ਏட岿島る஌௔に峎いて峙、保਍؞
௔としての指定をੑ઺৓に௓ਤ

৚୮や਍ੱしथણ৿दऌるਲୠのન৳ऩनؚ؞生ଙ௺の೐੅؞୭୆؞
ී業঻等がষअ水ਓ業ී؞੨の多એ৓機ચの৅มにৱする৉ୠのણ৿
を੍ର

਍௔਑২৳؞

水ਓ多એ৓機ચ৅ม対ੁ؞

農௔水産૬৑の保全・ਹ৷峼௓ਤする؝گ
生ଙ௺峼ણ৷峁たଆ಼・減಼の௓ਤ（ڰ）

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

11

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

生ଙ௺をણ৷しञଆ಼؞੖಼
の௓ਤ

農業؞農੨のਘℴ
৲の௓ਤ

੘৛対ੁの௓ਤ

ञी౱対ੁや૴؞ᄻ৲する಼૩に対ૢしञൾ水઱設ତ૟ౕ؞৲ᄄ৅؞
ୠ੘水の取組を௓ਤ

਍௔等にउऐる੘৛઱設の設置ؚ機ચの低ৣしञ஌௔のତ૟ؚਲ৳؞
഍ଆ಼௔等のତ૟を௓ਤ

2023ফ২كજに৳৸औोथいるਲ഍ଆ಼௔等のસ়ిق؞ 100%

農業農੨ତ૟হ業؞
農業水ਹ઱設のਅറ৓ऩق
৳৸ଵ৶ؚଆ಼؞੖಼対
كੁ

੘৛হ業؞

農௔水産૬৑の保全・ਹ৷峼௓ਤする؝گ
農௔水産૬৑の保全・ਹ৷の௓ਤ（つ峏き）（ڮ）

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

౔৛௔の継続৓ਹ৷に਱ऐق
ञ対ੁك

多様ऩ਌৬にेる
౔৛௔षの௮ऌऊ
ऐの௓ਤ

2025ফ২ك஌௔঎ছথॸॕ॔੮৬ਯق؞ 4,582੮৬

஌௔の多એ৓機ચ৅มधधुにঢ়બযઠの൉লをৢगؚ৛੨৉ୠの؞
॥঑গॽॸॕの೐੅؞ણ性৲を௕るञीؚ৉ୠકড়等にेるણ৿組௶
がৰ઱する஌௔の৳৸ଵ৶等の取組を੍ର

ਹش஌௔の੅続૭ચ性がન৳औोञ஄द਽ସংॖड़ঐ५のग़ॿঝॠ؞
৷をਤीる

৛੨多એ৓機ચ৅؞஌௔؞
ม対ੁ

਽౫ਓ業࿯୭ਛশ؞௔業؞
対ੁ
ୟলৡ؞਽౫೽要の൉ল؞
ਘ৲対ੁ

ਹ৷の௓؞੨୭୆の৳৸ීق
ਤك

੃৘धී੨のઐ
૴؞৒કの௓ਤ

३ঙথ等にेる੃৘ී੨のઐ૴যઠやঢ়બযઠを൉شॣشሀຠやড؞
লする取組の௓ਤ

उउिब200ਐযੜਸك੨のણ性৲にेॉ੃৘ී੨ઐ૴যઠීق؞

農৛ී੨ஷ௪ઐહস؞
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఩஫ৱ౺の保全と੅ਢ૭ચなਹ৷の௓ਤ؝ڰ
農௔水産業にと峍てથ৷な఩஫ৱ౺の保全と（ڭ）

੅ਢ૭ચなਹ৷の௓ਤ

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

4ؚ5ؚ9ؚ13

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

農௔水ਓ業にधढथ有৷ऩ఩
஫ৱ౺の৳৸ध੅続૭ચऩਹ
৷の௓ਤ

఩஫ৱ౺のઽૐ؞
৳৸ؚਹ৷

୫ધ৲の৳૧؞継
അにेる農৛ී੨
のણ性৲

ோ等をষअधधुにؚ఩஫ৱ౺ੲਾの৳؞ব৔ਗの఩஫ৱ౺のઽૐ؞
ଁ়৓ऩଵ৶を૭ચधするॿॵॺডشॡقPGRJapanكをଡണ

كோ৳؞४॔৉ୠ等の౞ർด఩஫ৱ౺のઽૐ॔ق؞
2025ফ২まदにگ૸ਡਰ঱

ك୰性や機ચ性等の有৷஄ସを組ा੢॒ट中৑ಟম等の୘ਛິق؞
2025ফ২まदにڱਡਰ঱

كPGRJapanのଡണをৢगञ఩஫ৱ౺の৳ோਡਯق؞
2025ফ২まदにگਐਡਰ঱ੜਸऔचるৄৢしをয়थる

農業ী৙にঢ়ॎる఩஫ৱ౺にणいथؚർดઽૐऊै્性௬੼ؚ৳ோؚ؞
ଦഘ఺लੲਾਁ৫をৰ઱

௬੼؞ோ৳؞生物多様性の৳৸の௴ਡद੎要ऩ௔਽఩஫ৱ౺のઽૐ؞
を௓ਤ

ਞ౜૗৿等に対ૢしञৗષரの৫৅に必要ऩਲਗ఩஫ৱ౺の取੭や؞
ਹ৷を৞ෟにਤीるञीؚ఩஫ৱ౺৳有বにउऐる఩஫ৱ౺にબる਑
২等の৹ਪؚ఩஫ৱ౺の৳৸のയਤ఺लਦ౅ঢ়બのଡണに਱ऐञચৡ
৫৅等をৰ઱

ITPGRのَ多ਯব৑の਑২ُをৢगथ೑がবのષர৫৅の৅னに؞
धढथ੎要ऩ೘物఩஫ৱ౺の଑োを৞ෟに௓ਤ

をك઩ਉ生༢಍ཝق৉დ等の৉ୠৱ౺の਍৒৓ऩણ৷にৱするPGCs؞
ਹ৷しञੇऌ॒఩஫ৱ౺の৳ோ等ૼ୒の൤఺を௓ਤ

継അに取ॉ組िऒधにेॉؚ؞૚৉ಕ有の഑ଅમ৶等の୫ધ৲の৳૧؞
農৛ී੨のણ性৲にणऩऑる

ानॉの୫મ३५ॸ঒؞
ਅറৰਠૼ୒৫৅؞ৰ઒
হ業

থংش農業生物ৱ౺४؞
থॡহ業

਽౫ਓ業؞௔業؞஌௔؞
ী৙のଢ଼஢ૼ؞୒৫৅ਅ
റ

ਞ౜૗৿等に対ૢしञ؞
ਲਗ఩஫ৱ౺の৳৸؞ਹ
৷യਤহ業

農業೘物఩஫ৱ؞୫મ؞
౺૖৺قITPGRكುলস

生ਓ৬਑؞ႛਓ生ਓৡ؞
ਘ৲対ੁহ業のअठੇႛ
ચৡ等਱঱ਘ৲௓ਤ

୫ધ৲の多ഓ৓ऩ੼க؞
のତ৶؞ੲਾ৅ਦহ業

఩஫ৱ౺の保全と੅ਢ૭ચなਹ৷の௓ਤ؝ڰ
఩஫৕組ఌえ農作物等のૠ਑等に峲る೑岶বの（ڮ）

生物多様性のન保

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

17

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

఩஫৕組ఌइ農੿物等のૠ਑
等にेる೑がবの生物多様性
のન৳

఩஫৕組ఌइ農੿
物等のૠ਑

।ঀ঒ౣૐ農੿物
等のੲਾ઀୹

఩஫৕組ఌइ農੿物等にणいथؚ生物多様性षの୶஭にঢ়するఐ৾؞
৓ऩ௬੼をৰ઱しؚਖ਻のऩいुののाઞ৷等をഅੳ

૴ৢに੔য়ठؚ生物多様؞।ঀ঒ౣૐ農੿物等にणいथؚजの生ਓ؞
性षの୶஭にणいथؚਖ਻ऩいऒधをનੳしञ঱दؚੲਾ઀୹をਭऐ
હऐਁ਀

఩஫৕組ఌइ生物等の؞
ઞ৷等のૠ਑にेる生物
の多様性のન৳にঢ়する
১൅قढ़ঝॱঊॼ১ك

農௔水ਓী৙にउऐる؞
।ঀ঒ౣૐૼ୒のਹ৷に
ेॉ੭ैोञ生物の生物
多様性୶஭にঢ়するੲਾ
઀୹等の఻৬৓ऩু続に
णいथৢقੴك
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農௔水産ী৙の生物多様性保全の取組峼評価峁ણ৷する؝ڱ
農௔水産૬৑の生物多様性にબる調査・ଢ଼஢（ڭ）
農௔水産ী৙に岴ける生物多様性保全の取組の見える化（ڮ）
স੆や崻ジ崵ス岶ણ৷峑きる生物多様性崯ー崧઀୹のਫ਼ୈ（گ）

SDGs

GBF
2030ॱش।ॵॺ

15ؚ16ؚ21

ඨ৯ ঢ়৴઱ੁ ঢ়৴઱ੁの৔ઍق৯ఏك হ঵੡ಉ

農௔水ਓ૬৑の生物多様性に
બる৹ਪ؞ଢ଼஢
農業生ଙ௺の生物多様性にق
બる取組の௓ਤك

農১の生物多様性
षの஍ટの௬੼্
১のણ৷

生ଙ௺१شঅ५の
௬੼ध஍ટ৓ऩ農
১の৫৅

生物多様性の৳৸に๾൴する農১の஍ટを水িの೭థधजのइऔ生؞
物や೘物を৷いथ௬੼するু১のણ৷を௕る

のअठؚ৙生كঅ५ش生ଙ௺१ق農業が生物多様性ऊैਭऐるལ౩؞
ᆦདథにेるଛ໨機ચ఺लଅାଠศథにेる୰૩དଆ௾機ચを高ಖ২
ऊण஍૨৓に௬੼दऌるૼ୒の৫৅を௓ਤ。

ानॉの୫મ३५ॸ঒ਅ؞
റৰਠૼ୒৫৅؞ৰ઒হ業

஌௔生ଙ௺の生物多様性にق
બる取組の௓ਤك

஌௔ৱ౺のঔॽॱ
জথॢの௓ਤ

਽౫生ਓのाऩैङؚ生物の多様性ؚ৉ૉആ཮৲ଆૃؚ૴ୠの水ৱ؞
౺の৳৸等ؚব੠৓に়ਔऔोञَ੦૆؞੐ఏُにબるॹشॱをଁ঳
しञু১にेॉઽૐ؞ীෲする஌௔ৱ౺のঔॽॱজথॢを௓ਤ

஌௔生ଙ௺多様性੦ຊ৹؞
ਪ

ਲஞ生ଙ௺の生物多様性にق
બる取組の௓ਤك

ৱ౺৿਱等のॹش
ॱの໮஋

ป഍やਗஞदීඃऔोる਌要ऩී業対଴ரのৱ౺৿਱やजの૗৿要؞
౤にणいथの৹ਪଢ଼஢を継続しؚॹشॱの໮஋をষअ

௬੼௓ਤ؞水ਓৱ౺৹ਪ؞
হ業

農௔水ਓী৙にउऐる生物多
様性৳৸の取組のৄइる৲

生物多様性の৳৸
の取組のৄइる৲
ু১のਫ਼ୈ

ীෲしؚ生؞生物多様性の৳৸の取組のৄइる৲ু১の૾யを৹ਪ؞
ਓ঻や੫業等の૞અधऩるੲਾの઀୹をਤीる

থشॻ१উছॖॳख़شই؞
の୭୆ଦൟৄइる৲௓ਤহ
業

স੆やঅ४ॿ५がણ৷दऌる
生物多様性ॹشॱ઀୹のਫ਼ୈ

ব੠৿਱等のੲਾ
઀୹

ESG਺੆ৱఁপに
਱ऐञঢ়৴઱ੁの
௓ਤ

農௔水ਓ業にঢ়ॎる੫業がؚ੫業のESG௬੼ু১やੲਾ৫ં؞୫મ؞
ଝਜ等にঢ়するব੠৿਱にणいथ必要ऩੲਾをిৎにোুするधधु
にؚ੫業௬੼にણ৷दऌる生物多様性ॹشॱ઀୹をਫ਼ୈしؚ५঒ش६
ऩ୎ষをਤीैोるेअにؚঢ়બ੄ૂध৴௚しथ৏౒しする

農௔水ਓ業にঢ়ॎる੫業のESG௬੼の਱঱ध਺੆ৱのఁপに؞୫મ؞
਱ऐञঢ়৴઱ੁの௓ਤ

ऴの୭উট४ख़ॡॺँ؞

থشॻ१উছॖॳख़شই؞
の୭୆ଦൟৄइる৲௓ਤহ
業
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Ⅶ.用語集 

１．五十音順 

用 語 解 説 

あふの 環
わ

2030 プロジ

ェクト 

国連の持続可能な開発目標（SDGs）を踏まえ、食と農林水産業の持続可能
な活動を促進するプロジェクト。2022 年 12 月末時点で 173 社・団体等が参
加。 

磯焼け 浅海の岩礁・転石域において、海藻の群落（藻場）が季節的消長や多少の
経年変化の範囲を超えて著しく衰退又は消失して貧植生状態となる現象。磯
焼けが発生すると、藻場の回復に長い年月を要し、磯根資源の減少や成長不
良を招き、沿岸漁業に大きな影響を及ぼす。 

遺伝子組換え技術 ある生物から目的とする遺伝子（DNA）を取り出し、別のターゲット生物の
ゲノムに導入することで、その生物に新しい性質を付与する技術。 

イノベーション 技術の革新にとどまらず、これまでとは全く違った新たな考え方、仕組み
を取り入れて、新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと。 

エリートツリー スギ、ヒノキ等の樹木について、成長や材質等の形質が良い個体として選
抜された樹木（精英樹）同士で人工交配等を行い、これにより得られた個体
の中からさらに選抜されるスギやヒノキ等のこと。 

エシカル消費 より良い社会に向けて、人や社会、環境に配慮した消費行動のこと。具体
的には、障がい者等の支援につながる商品を選ぶ、フェアトレード商品や寄
付金付きの商品を選ぶ、環境配慮型の商品や生物多様性に配慮した商品（認
証制度の商品）を選ぶ、地元の産品や被災地の産品を買うなどが含まれる。 

カーボンニュートラル 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。二酸化炭素を始めとす
る温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いてゼロを達
成することを意味する。2020 年 10月に、菅総理大臣（当時）は「2050年ま
でに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボ
ンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。 

改質リグニン リグニンは木材の約３割を占める主要成分の１つであり、「改質リグニン」
は、国産スギを原料とし、それに含まれるリグニンを改質した、耐熱性等の
機能と加工性を併せ持つ素材。自動車の内外装品など、様々な利用が期待さ
れている。 

海洋生分解性プラスチ
ック 

プラスチックとしての機能や物性に加えて、海洋中で微生物などの働きに
よって分解し、最終的には二酸化炭素と水にまで変化する性質を持つプラス
チックのこと。 

カスケード利用 木材を建材等の資材として利用した後、ボードや紙等としての再利用を経
て、最終段階では燃料として利用すること。 

カルタヘナ議定書 正式名称は、「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカ
ルタヘナ議定書」。遺伝子組換え生物等による生物多様性への悪影響を防ぐ
ための枠組であり、2003 年９月に発効。我が国は同年 11 月に本議定書を締
結し、翌年２月に我が国について効力を発生。 

環境保全型農業 農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土
づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した
持続的な農業。 

間接要因 IPBES（2019 年）によれば、社会の制度とガバナンス、それが他の要素に
与える影響などといった、人為的な直接要因を引き起こすことで自然の変化
に間接的に影響を与える要素のこと。間接要因の背景には、社会的な価値観
や行動様式がある。 

機関投資家 株式、債券などの有価証券への投資による収益を、資産運用の主たる収益
源としている法人その他の団体の投資家のこと。生命保険会社、損害保険会
社、信託銀号、投資顧問会社、年金基金や年金信託などが代表例。 
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グラウンドワーク活動 地域の環境整備等の実施に際し、従来の行政主導の計画策定・事業実施に
かわり、住民が積極的に参加するとともに、企業が地域社会への貢献等の観
点から参画し、住民・行政・企業の３者のパートナーシップによりグラウン
ド（生活の現場）に関するワーク（創造活動）を行うもの。 

ゲノム編集 狙った遺伝子を意図的に変化させることにより、品種改良のスピードを速
めたり、従来では困難であった品種を開発できる育種技術の一つ。目的外の
遺伝子（オフターゲット)を切断する場合もあることが報告されているが、従
来の品種改良でも起こるものであり、また、その可能性は低いことから、万
が一、目的以外の遺伝子を切断したとしても、従来の品種改良と同様に目的
以外の変異がないものを選抜して利用。 

抗菌剤 細菌感染症治療に有効な薬剤。畜水産分野において、家畜・養殖水産動物
の治療を目的とする動物用医薬品として使用されている。 

高度回遊性魚類 排他的経済水域の内外を問わず広域的に回遊するかつお・まぐろ等の魚
種。 

国 際 財 務 報 告 基 準
（IFRS）財団 

IFRS基準の開発とその採用の促進を担う民間の非営利公益団体。世界経済
の信頼性、成長、長期的な金融安定性を促進することにより、公共の利益に
貢献することを目的に、2001 年に設立。 
IFRS基準には、国際会計基準審議会（IASB）が設定する IFRS会計基準と、

2021 年 11 月に設立された国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）が設定
する IFRSサステナビリティ・ディスクロージャー基準がある。現在、IFRS会
計基準は 140 以上の国・地域で適用されている。 

国際的に行われている
有機農業 

「国際的に行われている有機農業」とは、有機 JAS に定められた取組水準
の有機農業のこと。「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使
用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業
生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用い
て行われる農業のこと。 

国連海洋法条約 1982 年に国連において採択され、1994 年に発効した国際海洋秩序に関す
る包括的な条約。領海、排他的経済水域、大陸棚、公海、深海底などの海域
の区分や、沿岸国が排他的経済水域内における資源についての主権的権利と
生物資源の保存・管理最適利用措置をとる義務を有することなどを定めてい
る。 

再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等、非化石エネルギー源のうち永
続的に利用することができるものをエネルギー源とするエネルギー。 

サプライチェーン 原材料としての資源が採取されてから、製品として最終消費者に届くまで
の、生産、加工、流通等の供給プロセスのつながりのこと。国内の生産活動
は、サプライチェーンを通じて国内外の環境に影響を与えている。環境負荷
を削減し、自然資源を将来に渡って利用するために、持続可能なサプライチ
ェーンを構築する必要がある。 

自然資本 自然環境を国民の生活や企業の経営基盤を支える重要な資本の一つとし
て捉える考え方のもと、森林、土壌、水、大気、生物資源など、自然によっ
て形成される資本（ストック）のこと。 

自然を活用した解決策
（NbS） 

Nature-based Solutions；自然を活用した解決策。 
自然が有する機能を持続可能に利用し、多様な社会的課題の解決につなが

る考え方のこと。2022年の第５回国連環境総会再開セッションにおける決議
では、「自然又は改変された陸上、淡水、沿岸、海洋の生態系を保護、保全、
回復、持続可能に利用、管理するための行動で、社会、経済、環境の課題に
効果的かつ適応的に対処し、同時に人間の福利、生態系サービス、回復力、
生物多様性への利益を提供するもの」とされる。 

社会変革
（Transformative 
Change） 

IPBES（2019年）によれば、パラダイム、目標及び価値観を含む、技術、経
済、社会の根本的なシステム全体にわたる再構成のこと。2030年以降、自然
の保全と持続可能な利用及び持続可能な社会の実現に向けた目標を達成す
るために、実施が求められるものである。 
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食品ロス 国民に供給された食料のうち本来食べられるにもかかわらず廃棄されて
いる食品。 

食料及び農業のための
植物遺伝資源に関する
国際条約（ITPGR） 
 

2001年に FAO（国連食糧農業機関）総会において採択され、2004 年に発効
した条約。持続可能な農業と食料安全保障のため、生物多様性条約と調和し
つつ、参加国が、食料・農業のための研究、育種及び研修のための利用及び
保全の目的にのみ植物の遺伝資源を提供する等の共通ルールを定め、簡易な
手続きにより植物遺伝資源を取得できるようにする多国間システムを構築。 

食料システム 食料・農林水産業に由来する食品の生産、集約、加工、流通、消費、廃棄
に関する全ての範囲の関係者及びそれらに関連する付加価値活動、ならびに
それらが埋め込まれているより広い経済、社会及び自然環境を含むもの。 

人工種苗 種苗とは、水産増養殖に用いる魚類や藻類、貝類などの稚魚、幼生であり、
「人工種苗」とは飼育環境下で作出された種苗のこと。 

侵略的外来種 
 

もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入
ってきた生物の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅
かすおそれのあるもの。 

森林サービス産業 
 

健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を活用して、山村地域におけ
る新たな雇用と収入機会を生み出す産業。 

森林、農業、コモディテ
ィ貿易（FACT）対話 

Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue の和訳。 
国連気候変動枠組条約第 26回締結国会議（COP26）議長国である英国が主

催する、森林減少を伴わない農産物サプライチェーンの構築に向けた協力を
目的とする国際的な対話。COP26 において、署名国の間で協力を進めていく
ことを表明する共同声明が公表。 

水産エコラベル 生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物に対し
て、消費者が選択的に購入できるよう商品にラベルを表示する仕組み。 

スマート農林水産業・
スマート技術 

ロボット、AI、IoTなどの先端技術を活用した農業、林業、水産業。 

生態系サービス 
 

人間が生態系から得ることのできる便益。ミレニアム生態系評価では、供
給的サービス（食べもの、水、木材等）、調整サービス（気候などの制御・調
節）、文化的サービス（レクリエーションや教育の場としての活用）、基盤的
サービス（光合成による酸素の供給や栄養循環。他の生態系サービスを支え
る）の４つに分類している。 

生態系を活用した防
災・減災（Eco-DRR） 

Ecosystem-based disaster risk reduction；生態系を活用した防災・減
災。グリーンインフラの概念の中でも特に防災・減災に注目し、地域におい
て防災・減災対策を実施・検討する際に、自然災害に対して脆弱な土地の開
発を避け、人命や財産が危険な自然現象に暴露されることを回避する（暴露
の回避）とともに、生態系の持続的な管理、保全と再生を行うことで、生態
系が有する多様な機能を活かして災害に強い地域をつくる（脆弱性の低減）
という考え方。 

生物多様性 生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。地球上の
生きものは 40 億年という長い歴史の中で、さまざまな環境に適応して進化
し、3,000 万種ともいわれる多様な生きものが生まれた。これらの生命は一
つひとつに個性があり、全て直接に、間接的に支えあって生きている。生物
多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という 3つ
のレベルで多様性があるとしている。 

生物多様性基本法 
 
 

生物多様性の保全と持続可能な利用を総合的・計画的に推進することで、
豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生
する社会を実現することを目的とする。生物多様性の保全と利用に関する基
本原則、生物多様性国家戦略の策定など、我が国の生物多様性施策を進める
うえでの基本的な考え方を示す。 
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生物多様性条約（CBD） Convention on Biological Diversity；生物多様性条約。 
1992年、国連環境開発会議（地球サミット）開催にあわせ「気候変動枠組

条約」とともに「生物多様性条約」が採択。熱帯雨林の急激な減少、種の絶
滅の進行への危機感、人類存続に不可欠な生物資源消失への危機感が動機と
なり、生物全般の保全に関する包括的な枠組を設けるため作成。1993年に発
効。同年に我が国は締結。本条約は、①地球上の多様な生物をその生息環境
とともに保全、②生物資源を持続可能であるように利用、③遺伝資源の利用
から生ずる利益を公正かつ衡平に配分を目的とする。 

世界遺産 「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」に基づいて作成され
る「世界遺産リスト」に登録された物件。建築物等を対象とする文化遺産、
自然の地域等を対象とする自然遺産、両者の価値を有する複合遺産に分類さ
れる。同条約は、世界の文化遺産や自然遺産を人類全体のための世界遺産と
して、損傷、破壊等の脅威から保護し保存していくために、国際的な協力及
び援助の体制を確立することを目的とし、1972 年に UNESCO（国連教育科学文
化機関）総会で採択され、1975 年に発効した。 

世界経済フォーラム グローバルかつ地域的な経済問題に取り組むために、政治、経済、学術
等の各分野における指導者層の交流促進を目的とした独立・非営利団体。
1971年、スイスの経済学者クラウス・シュワブによって設立された。 

世界農業遺産
（GIAHS） 

Globally Important Agricultural Heritage Systems；世界農業遺産。
FAO（国連食糧農業機関）が 2002年から開始。生物多様性の保全に寄与する農
法など、次世代へ継承すべき持続的な農林水産業システムを認定する制
度。 

責任投資原則（PRI） Principles for Responsible Investment；責任投資原則。 
ESG要素が投資のパフォーマンスに影響を与えうることを示し、投資に ESG

要素を組み込むことを推進する投資原則のこと。コフィー・アナン国連事務
総長（当時）の主導で、国連グローバル・コンパクト（UNGC）及び国連環境
計画（UNEP）の金融イニシアティブが事務局となり、国際的な機関投資家の
グループが策定して 2006年に発足した。署名機関数は、発足年の 63から、
2021年現在で 3,800を超えるまでに拡大している。 

セルロースナノファイ
バー

植物の細胞壁の主成分セルロースの繊維をナノメートルレベルまで細か
くほぐしたもので、樹脂やゴム、ガラスなどとの複合材料は軽量ながら高強
度といった特性を持つ素材であり、一部で実用化も進んでいる。 

総合防除 病害虫・雑草が発生しにくい生産条件を整備する予防的な取組を基本とし
て、病害虫の発生状況に応じて、多様な防除方法を適切に組み合わせて行う
病害虫・雑草の管理手法。これにより、病害虫等の発生を経済的被害が生じ
るレベル以下に抑制し、かつ、そのレベルを維持する。 

ダスグプタ・レビュー 2021年に英国財務省から発表された、生物多様性と経済の関係を分析した
英ケンブリッジ大学ダスグプタ名誉教授による報告書。生態系のプロセス及
び経済活動がそれらに及ぼす影響への理解の下、経済学及び意思決定におい
て自然を考慮するための新しい枠組みを提示。 

地域漁業管理機関 広範囲に回遊するかつお・まぐろ類等について、ある一定の広がりを持つ
水域の中で、漁業管理をするための条約に基づいて設置される国際機関。関
係国の参加により、対象水域における対象資源の保存・管理のための措置を
決定。 

地球規模生物多様性概
況第５版（GBO5） 

Global Biodiversity Outlook５；地球規模生物多様性概況第５版。生物多
様性戦略計画 2011-2020及び愛知目標の最終評価として、生物多様性事務局
が各締結国の国別報告書と IPBES アセスメント等を基に取りまとめ、2020年
に公表。 
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直接要因 自然の変化に対して直接影響を与える要素のこと。人間が制御できない自
然要因（地震、火山噴火、津波、極端な気象現象など）と、人間の意思決定
によって生じる人為的要因（生息地の改変、森林減少と植林、野生個体群の
利用、気候変動、土壌・水・大気の汚染、種の導入など）を含む。 
IPBES（2019 年）は、生物多様性の損失への影響が大きい順に、①土地と

海の利用の変化、②生物の直接採取（漁獲、狩猟含む）、③気候変動、④汚染、
⑤外来種の侵入、の５つの直接要因を提示した。 

特定外来生物 外来生物法に基づき、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼ
すもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から政令で指定される外来生物
（海外起源のものに限る）のこと。 

特定外来生物に指定された場合、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入とい
った取扱いが規制され、また被害がすでに生じている場合又は生じるおそれ
がある場合には国や地方公共団体等による防除が行われる。 

中干し 
 
 

イネの栽培中に水田の水を抜き、土壌を乾かすこと。倒伏の防止、過剰分
げつの抑制、有害ガスの除去、土を固くすることによる作業性の向上などの
効果がある。生育に水が必要なオタマジャクシやヤゴが上陸するまでの時期
を避けて行うことで、これらの生物への影響を軽減できる。 

名古屋議定書 
 
 
 

正式名称は「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその
利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」であり、
2010年の生物多様性条約第 10回締結国会議（COP10）で採択された。農作物
の新品種開発などに必要な海外の遺伝資源の円滑な入手と、その利用から生
ずる利益の一部を遺伝資源提供国へ配分するためのルールを定めている。 

名古屋・クアラルンプ
ール補足議定書 
 
 
 

正式名称は「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカル
タヘナ議定書の責任及び救済についての名古屋・クアラルンプール補足議定
書」であり、MOP5 で採択された。遺伝子組換え生物の国境を越える移動によ
り、生物多様性の保全及び持続可能な利用に損害が生じた場合の責任と救済
に関して、締約国が講じるべき措置を規定する。 

排他的経済水域 
 
 

沿岸国の領海基線から 200海里の範囲内で設定が認められている海域。天
然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利並びに、人工島、
施設及び構築物の設置及び利用、海洋環境の保護及び保全、海洋の科学的調
査等に関する管轄権を有する。 

パリ協定 2015年にパリで採択された気候変動に関する国際的な枠組み。世界全体の
平均気温の上昇を工業化以前よりも２℃高い水準を十分に下回るものに抑
えるとともに、1.5℃高い水準までのものに制限するための努力を継続する
こと、このために、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出
量と吸収源による除去量との間の均衡（世界全体でのカーボンニュートラ
ル）を達成することを目指すこと等を定めている。 

微生物叢 生態系における生きた微生物の集合のこと。 

プラネタリー・バウン
ダリー 

人間活動による地球システムへの影響を客観的に評価する方法の一つ。地
球の変化に関する各項目について、人間が安全に活動できる範囲内にとどま
れば人間社会は発展し繁栄できるが、境界を越えることがあれば、人間が依
存する自然資源に対して回復不可能な変化が引き起こされるとされている。 

ブロックチェーン コンピューターネットワーク上のデータを管理する技術のひとつ。「ブロ
ック」と呼ばれるデータを鎖のように連結することで、データの履歴を管理
することができる。生産や流通経路の情報などを把握・管理する目的での活
用が期待されている。 

ペレット化 物質を粒状に成形すること。堆肥ではペレット化することにより、保管性
が向上し、広域流通や、散布が容易となる等のメリットがある。 

保護樹帯 皆伐を行う場合に新生林分の保護、公益的機能の確保のために保残される
樹林帯。 
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保護水面 
 
 

水産動物が産卵し、稚魚が成育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに
適している面であって、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面と
して都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域。 

保護林 
 
 
 

国有林野において、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、
遺伝資源の保護等を目的として設定している森林。国有林野事業において大
正４年に制度が発足し、先駆的な自然環境の保全制度として機能。森林生態
系保護地域、生物群集保護林、希少個体群保護林の３種類に区分。 

昆明・モントリオール
生物多様性枠組 

2020 年までの生物多様性に関する国際的な目標である愛知目標に次ぐ、
2030年までの生物多様性に関する国際的な目標。2022 年 12月にカナダ（モ
ントリオール）で開催された COP15において、採択された。 

緑の回廊 
 

国有林野において、野生生物の移動経路を確保し生息・生育地の拡大と相
互交流を促すことを目的として設定している森林。 

みどりの食料システム
戦略 

持続可能な食料システムの構築に向けて、食料・農林水産業の生産力向上
と持続性の両立をイノベーションで実現する戦略。2021 年５月に策定。 

ミレニアム生態系評価 国連の主唱により 2001年から 2005年にかけて行われた、地球規模での生
物多様性及び生態系の保全と持続可能な利用に関する科学的な総合評価の
取組。生物多様性は生態系が提供する生態系サービスの基盤であり、生態系
サービスの豊かさが人間の福利に大きな関係のあることが分かりやすく示
された。 

藻場・干潟ビジョン ハード・ソフト対策が一体となった実効性のある効率的な藻場・干潟の保
全・創造に向けた行動計画。 

モントリオール・プロ
セス 
 
 
 

欧州以外の温帯林等を有する 12カ国（アルゼンチン、オーストラリア、カ
ナダ、チリ、中国、日本、韓国、メキシコ、ニュージーランド、ロシア、ウ
ルグアイ、米国）により進められている森林経営の持続可能性を把握・分析・
評価するための「基準・指標」の策定・適用に向けた取組。 
1995 年に７基準・67 指標に合意。また、2008 年に基準７に係る指標を改

訂し、現在は７基準・54指標。 

ラムサール条約 正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。
1971 年にイランのラムサールで開催された国際会議で採択された湿地に関
する条約。 

リーダーによる自然へ
の誓約 
（Leaders' Pledge for 
Nature） 

2020年の国連生物多様性サミットで発足した、2030年までに、損失した生
物多様性を回復させることを約束した国際アジェンダ。2030 年までの 10 年
間で、失った生物多様性を回復するために 10の行動を取ることを約束する。
我が国は、2021 年５月に参加を表明。 
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２．アルファベット順 

用 語 解 説 

AI Artificial Intelligence；人工知能。コンピュータを使って、人間の知能
の働きを人工的に行わせるためのシステム。 

BBNJ Biological diversity beyond national jurisdiction；国家管轄圏外区
域における海洋生物多様性。海洋における国家管轄圏外区域（公海及び深海
底）の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関しては、国連海洋法条
約は規定しておらず、生物多様性も含めて直接規律する国際約束はない。
2015年の国連総会において、国連海洋法条約の下に新たな国際約束を作成す
ることが決議され、政府間協議が行われている。 

CLT Cross Laminated Timber；直交集成板。ひき板（ラミナ）を並べた後、繊
維方向が直交するように積層接着した木質系材料、厚みのある大きな板であ
り、建築の構造材などに使用されている。 

COP15 生物多様性条約第 15回締結国会議。第一部 2021年 10月（中国・昆明）、
第二部 2022 年 12月（カナダ・モントリオール）の２部構成により開催され、
2030年までの新たな生物多様性に関する世界目標（昆明・モントリオール生
物多様性枠組）が採択された。 

ESG 金融 環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮して
いる企業を重視・選別して行う投融資。似たような概念として社会的責任投
資（SRI）があるが、SRIが倫理的価値観に基づいた考え方であるのに対し、
ESG 投資は環境、社会、企業統治への配慮が企業の持続的成長や中長期的収
益につながり、長期的なリターンが期待できるという経済的価値観に基づい
た考え方となっている。 

FAO 
 
 
 

Food and Agriculture Organization of the United Nations；国際連合
食糧農業機関。国連機関のひとつであり、人々が健全で活発な生活をおくる
ために十分な量・質の食料への定期的アクセスを確保し、すべての人々の食
料安全保障を達成することを目的とする。 

FSB Financial Stability Board；金融安定理事会。主要国の金融当局で構成さ
れる国際的な金融システムの安定を目的とする組織で、2009 年に設立。 

GAP Good Agricultural Practice；農業生産工程管理。農業において、食品安
全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取
組。 

G7・2030年自然協約（G7 
2030 Nature Compact） 

2021年６月に開催された G７サミット（主要７か国首脳会議）の成果であ
るコミュニケの附属文書。 

ICT Information and Communication Technology；情報通信技術。コンピュー
タやデータ通信に関する技術をまとめた呼び方。 

IoT Internet of Things；モノのインターネット。あらゆるモノがインターネ
ットに繋がり、情報のやり取りをすること。自動制御、遠隔操作等を行うこ
とが可能となる。 

IPBES 
 
 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services；生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策
プラットフォーム。生多様性に関する科学と政策のつながりを強化し、科学
を政策に反映させることを目的に設立された政府間機関。  

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change；気候変動に関する政府間
パネル。各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることを目
的として、1988 年に設立された政府間組織。 

IQ Individual Quota；漁獲割当（個別漁獲割当ともいう。）。特定の水域や漁
業種類等で構成される区分である管理区分において、水産資源を採捕しよう
とする者に対し、船舶等ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水
産資源の採捕をすることができる数量を割り当てること。新漁業法では、TAC
による管理は IQ による管理を基本とするとされている。 
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ITTO International Tropical Timber Organization；国際熱帯木材機関。熱帯
林の持続可能な経営の促進と持続的かつ合法的に生産された熱帯木材の貿
易の発展を目的として、1986 年に設立された国際機関。 

IUU 漁業 
 
 

違法・無報告・無規制（IUU：Illegal, Unreported and Unregulated）漁
業とは、無許可操業、無報告又は虚偽報告された操業、無国籍の漁船、地域
漁業管理機関非加盟国の漁船による違反操業など、各国の国内法や国際的な
操業ルールに従わない無秩序な漁業活動のこと。 

KPI Key Performance Indicator；重要業績評価指標。政策ごとの達成すべき成
果目標のこと。 

MoU Memorandum of Understanding；覚書。当事者間の合意内容を書面化した覚
書のこと。 

MSY Maximum Sustainable Yield；最大持続生産量。持続的に生産可能な最大の
漁獲量を意味し、新漁業法においては、MSY の達成が資源管理の目標とされ
ている。 

OECM Other effective area-based conservation measures；保護地域以外の地
域をベースとする効果的な保全手段のこと。生物多様性条約第14回締約国会
議において採択されたOECMの定義（環境省仮訳）は以下のとおり。 
「保護地域以外の地理的に画定された地域で、付随する生態系の機能とサー
ビス、適切な場合、文化的・精神的・社会経済的・その他地域関連の価値と
ともに、生物多様性の域内保全にとって肯定的な長期の成果を継続的に達成
する方法で統治・管理されているもの」。 
我が国でも、法によらずに民間により生物多様性が保全されている地域を

認証するための基準等の検討が進められている。 

REDD
レ ッ ド

+
プラス

 

 
 

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing 
Countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks in developing countries （; and 以下が
「＋」に相当）の略で、持続可能な森林経営や適切な森林保全を通じて途上
国における森林の減少や劣化を抑制し、温室効果ガスの排出削減や吸収増加
を促進させる気候変動緩和策。 

SATOYAMA イニシアティ
ブ 

日本では里山・里海と呼ばれる二次的自然地域（社会生態学的生産ランド
スケープ・シースケープ（SEPLS））の持続可能な維持・再構築を通じて、自
然共生社会の実現を目指す国際的な取組のこと。 

2007 年に、我が国が国連大学サステナビリティ高等研究所（UNU-IAS）と
ともに提唱し、2010 年の COP10 期間中に、具体的な取組推進の場として
SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）が発足した。 

SBTs for Nature Science Based Targets for Nature；自然に関する科学に基づく目標設定。
2020年に向けて Science Based Targets Network （SBTN）が中心となって
設定手法を開発している自然の損失を防ぐために企業が目指すべき科学的
根拠に基づく目標。「バリューチェーン上の水・生物多様性・土地・海洋が相
互に関連するシステムに関して、企業等が地球の限界内で社会の持続可能性
目標に沿って行動できるようにする、利用可能な最善の科学に基づく、測定
可能で行動可能な期限付きの目標」と定義されている。 

SDGs Sustainable Development Goals；持続可能な開発目標。2015年９月の国
連サミットにおいて全会一致で採択。「誰一人取り残さない」持続可能で多様
性と包摂性のある社会の実現のため、2030 年を年限とする 17の国際目標（そ
の下に 169のターゲット、232の指標が決められている）。特徴は、普遍性（先
進国を含め、全ての国が行動）、包摂性（人間の安全保障の理念を反映し「誰
一人取り残さない」）、参画型（全てのステークホルダーが役割を）、統合性（社
会・経済・環境に統合的に取り組む）、透明性（定期的にフォローアップ）の
５つ。 
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TAC Total Allowable Catch；漁獲可能量（総漁獲可能量ともいう。）。水産資源
ごとに一年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数
量のこと。新漁業法では、資源管理は TACによる管理を基本とするとされて
いる。 

TCFD提言 FSB（金融安定理事会）が設立したタスクフォースである TCFD（Taskforce 
on Climate-related Financial Disclosures）による提言。企業に対し、２℃
目標等の気候シナリオを用いて、自社の気候関連リスク・機会を評価し、経
営戦略・リスク管理へ反映、その財務上の影響を把握、開示することを求め
ている。 

TEEB 
 
 
 

The Economics of Ecosystems and Biodiversity；生態系と生物多様性の
経済学。地球規模で生物多様性の経済的価値に注目し、生物多様性の損失や
生態系の劣化に伴う影響の大きさを表現し、政府や企業等に対して生物多様
性と生態系サービスの持続可能な利用に向けた施策・立案を促すための国際
的なイニシアティブ。 

TNFD Taskforce on Nature-related Financial Disclosures；自然関連財務情
報開示タスクフォース。企業による生物多様性にかかる財務情報の開示の枠
組みを策定し、自然に有益な活動に対して資金フローを振り向けるために、
2021年 6月に発足したタスクフォース。 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change；気候変動枠
組条約。1992年、国連環境開発会議（地球サミット）開催にあわせ「気候変
動枠組条約」とともに「生物多様性条約」が採択。大気中の温室効果ガスの
濃度を気候体系に危害を及ぼさない水準で安定化させることを目的とする。 

UNFF United Nations Forum on Forests；国連森林フォーラム。世界の持続可能
な森林経営の推進方策を検討するため、国連経済社会理事会の下に設立され
た森林問題全般に渡る政府間対話の場。 
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